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は
じ
め
に

　
室
町
期
の
政
治
史
を
考
え
る
上
で
、
地
方
権
力
と
し
て
の
在
国
守
護
職
家
や

国
衆
の
台
頭
、
後
の
戦
国
大
名
の
出
現
は
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で

あ
る
と
考
え
る
。
当
該
期
の
守
護
は
原
則
と
し
て
平
時
は
在
京
し
て
い
た
が
、

戦
国
大
名
と
称
さ
れ
る
地
域
権
力
者
は
在
京
す
る
義
務
を
負
わ
ず
、
在
国
す
る

こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
又
、
戦
国
大
名
は
自
ら
の
分
国
内
に
対
し
て
は
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
カ
　
　
　
カ
　
　
　
ヤ

高
封
主
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
朝
廷
や
幕
府
等
の
実
質
的
な
介
入
を
否
定
し

た
。
当
時
の
こ
の
様
な
日
本
の
状
態
は
、
外
国
人
の
目
か
ら
も
客
観
的
な
観

察
が
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
朝
鮮
の
成
宗
二
年
〔
日
本
・
文
明
三
（
一
四
七

一）

N
〕
に
王
命
に
依
っ
て
『
海
東
諸
国
紀
』
を
著
わ
し
た
議
政
府
領
議
政
の
申

叔
舟
は
、
同
書
の
巻
首
で
日
本
に
関
す
る
地
図
六
葉
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

内
の
「
日
本
本
國
之
圖
」
を
見
て
み
る
と
「
日
本
國
都
」
・
「
山
城
州
」
と
し
た

大
き
な
円
の
中
に
「
天
皇
宮
」
と
「
國
王
殿
」
（
足
利
将
軍
家
）
と
を
並
例
的
に

記
し
て
お
り
、
足
利
将
軍
家
の
有
様
や
性
格
が
天
皇
家
に
限
り
無
く
近
付
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い
た
と
い
う
当
時
の
日
本
の
現
状
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

早
現
実
的
に
は
、
当
時
の
日
本
が
小
規
模
な
領
邦
君
主
国
（
胃
貯
。
ぢ
匿
蔓
）
の
分

立
状
態
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
大
名
側
は
そ
れ
ら
上
位
の

伝
統
的
権
威
の
存
在
自
体
は
承
認
し
、
逆
に
分
国
内
の
支
配
に
於
て
そ
れ
を
利

用
し
よ
う
と
も
図
り
、
そ
れ
ら
と
の
回
線
の
維
持
に
努
め
た
。
そ
こ
で
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

地
域
権
力
に
於
て
は
京
都
に
常
駐
の
事
務
員
（
領
国
の
公
儀
化
と
い
う
意
味
で

そ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
設
置
し
て
交
渉
等
を
行
わ
せ
た
。
そ
れ
が
所
謂
、
在
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

は
「
官
」
）
、
又
は
雑
掌
・
京
都
雑
掌
と
称
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
特
に
全
国
政
権
と
し
て
の
室
町
幕
府
の
解
体
・
そ
の
山
城
国
を
中
心
と
し
た

地
域
政
権
化
が
進
行
し
た
応
仁
・
文
明
期
以
降
に
於
て
も
、
各
地
で
台
頭
し
た

地
方
政
権
が
旧
体
制
的
な
名
分
の
獲
得
・
文
芸
の
交
流
・
地
域
紛
争
の
調
停
等

に
対
し
て
、
依
然
と
し
て
京
都
に
存
在
し
て
い
た
上
位
権
力
の
権
威
に
依
存
し

よ
う
と
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
に
京
都
に
於
て
活
動
し
て
い
た
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

駐
在
員
（
官
）
の
実
態
は
殆
ど
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
ら
の
行
動
は

当
該
期
に
於
け
る
地
方
政
権
の
対
京
都
政
策
そ
の
も
の
で
あ
り
、
分
国
の
「
公

儀
化
」
に
迫
ら
れ
て
い
た
各
大
名
に
と
っ
て
、
中
央
の
縮
小
し
た
伝
統
的
権
威

へ
の
対
処
の
仕
方
が
そ
の
成
否
を
決
定
す
る
一
つ
の
因
子
と
し
て
重
要
で
あ
っ



2

た
。　

以
上
の
様
な
点
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
具
体
的
な
事
例
と
し
て
周
防
国
の
大
名

大
内
氏
の
揚
合
を
取
り
上
げ
、
今
回
は
雑
掌
僧
を
中
心
と
し
て
諸
僧
の
活
動
に

つ
い
て
検
証
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
猶
、
大
内
氏
の
場
合
、
在
俗
の
雑
掌
も

　
　
　
　
（
6
）

多
数
存
在
す
る
が
、
そ
ち
ら
の
方
は
又
、
改
め
て
論
述
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

大
内
氏
の
雑
裳
僧

　
大
内
氏
の
場
合
、
雑
掌
僧
と
し
て
は
数
多
く
の
事
例
が
確
認
で
き
る
が
、
こ

こ
で
は
大
内
氏
の
雑
掌
僧
の
中
で
は
夫
々
前
期
・
後
期
（
後
掲
の
「
大
内
氏
関

係
雑
掌
僧
略
年
表
」
を
参
照
）
に
活
躍
し
た
二
つ
の
事
例
を
中
心
と
し
て
見
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

　
ω
　
松
雪
軒
（
庵
）

　
松
雪
軒
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
そ
の
所
属
を
示
す
様
な
史
料
は
管
見
の
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
『
蔭
涼
軒
日
録
』
等
に
依
り
、
京
都
五
山
の
一
つ

臨
済
宗
相
国
寺
に
関
係
の
あ
る
も
の
か
、
或
は
相
国
寺
内
の
寮
舎
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
松
雪
軒
の
初
見
は
寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年

正
月
十
四
日
で
、
終
見
が
文
明
一
八
（
一
四
八
六
）
年
九
月
五
日
で
あ
っ
て
、
史

料
上
の
活
動
期
間
は
二
十
二
年
程
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
関
し
て
は
後
で
検

討
す
る
こ
と
と
す
る
。
今
の
所
、
大
内
氏
の
雑
掌
僧
と
し
て
は
早
い
時
期
に
活

動
を
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
松
雪
軒
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
職

掌
が
存
在
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
は
日
明
貿
易
（
勘
合
船
貿
易
）
に

関
す
る
も
の
が
指
摘
で
き
る
。
全
史
料
中
で
松
雪
軒
の
具
体
的
な
人
名
が
確
認

で
き
・
の
讐
薦
舞
戊
子
鯨
謹
』
に
曼
・
左
の
史
料
で
あ
・
．

　
　
景
泰
五
年
勘
合
職
拠
内
蔽
雛
游
撫
之

慰一
枚
　
豊
前
國
門
司
和
泉
丸
爲

公
方
様
御
船
渡
唐
也

正
使
清
啓
天
與
和
尚

居
座
妙
増

居
座
紹
本

松
雪
軒
ー

土
官
全
呆

高
石
兵
庫
助

土
官
重
幸

土
官

目
聴
周
能

同同
宿宿

僕僕從
　　僧

同
宿
　
僕

殿
原
中
間

同
宿
中
間

（
以
下
省
略
）

同
宿
　
聴
叫
　
僕

　
以
上
八
員

　
以
上
八
員

已
上
八
員

已
上
八
員

已
上
三
人

已
上
十
萱
員

　
松
雪
軒
に
関
す
る
史
料
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
実
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う

こ
こ
で
登
場
す
る
「
全
呆
」
の
み
で
あ
る
。
当
該
史
料
は
、
室
町
将
軍
足
利
義

政
に
依
る
二
度
目
の
勘
合
船
派
遣
に
関
し
て
、
そ
の
勘
合
符
の
配
当
・
勘
合

船
・
勘
合
船
経
営
者
・
勘
合
船
乗
組
員
等
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
あ

る
「
景
泰
五
年
勘
合
百
枚
」
と
は
、
義
政
初
度
の
派
遣
で
あ
っ
た
前
回
の
宝
徳

三
（
一
四
五
一
）
年
の
勘
合
船
の
内
、
天
竜
寺
船
が
新
た
に
明
国
よ
り
発
給
さ
れ

た
「
景
泰
勘
合
百
道
」
を
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
、
今
回
は
そ
の
中
の
第
一
枚
目

を
公
方
船
に
用
い
た
。
明
年
号
景
泰
五
年
は
日
本
年
号
の
享
徳
三
（
一
四
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

年
に
当
た
る
。
今
回
の
派
遣
は
応
仁
二
（
一
四
六
八
）
年
の
春
に
五
島
列
島
の
奈

る留
浦
を
出
港
し
、
文
明
元
（
一
四
六
九
）
年
八
月
に
堺
に
帰
着
す
る
と
い
う
一
年

余
に
渡
る
行
程
で
あ
り
、
帰
路
大
内
氏
に
新
た
に
明
国
よ
り
発
給
さ
れ
た
成
化

勘
合
を
「
奪
取
」
ら
れ
る
等
〔
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
元
（
一
四
八
七
）
年
十
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

十
九
日
条
〕
、
正
に
応
仁
の
乱
の
直
中
に
於
け
る
「
渡
唐
」
で
あ
っ
た
。
又
、
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こ
の
時
の
二
号
船
は
細
川
右
京
大
夫
勝
元
の
経
営
、
三
号
船
は
大
内
新
介
政
弘

の
経
営
で
あ
っ
た
が
、
当
時
大
内
氏
の
雑
掌
で
あ
っ
た
松
雪
軒
が
何
故
大
内
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

で
は
な
く
、
公
方
船
の
土
官
と
な
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

の
任
命
権
は
遣
明
船
経
営
者
（
こ
の
場
合
は
足
利
義
政
）
に
あ
っ
た
か
ら
、
或
は

勘
合
船
貿
易
に
於
て
も
漸
く
台
頭
し
て
来
た
大
内
氏
側
の
圧
力
に
依
る
も
の
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
「
正
使
清
啓
」
と
あ
る
の
は
信
濃
国
よ
り
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

洛
し
、
建
仁
寺
禅
居
庵
に
住
し
た
天
与
和
尚
の
こ
と
で
あ
る
が
、
『
中
世
日
支

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

通
交
貿
易
史
の
研
究
』
に
於
て
小
葉
田
淳
氏
は
、
右
記
の
史
料
に
関
し
て
「
松

　
　
　
　
（
呆
か
）

雪
軒
土
官
全
果
と
あ
る
は
蔭
涼
軒
日
録
に
大
内
雑
掌
松
雪
軒
と
あ
り
、
京
都
に

在
つ
て
這
同
の
遣
明
船
に
つ
き
彼
此
奔
走
せ
し
そ
の
人
な
る
べ
く
、
又
高
石
兵

庫
助
或
は
土
官
重
幸
と
あ
る
は
、
大
内
氏
の
一
族
に
て
鷹
永
十
四
年
の
文
書
に

は
高
石
兵
庫
助
と
あ
り
、
そ
の
族
系
に
當
り
文
明
十
年
以
下
の
文
書
に
高
石
重

幸
と
署
す
る
人
に
相
違
な
か
ら
う
と
思
ふ
」
と
し
て
、
公
方
船
に
於
て
も
大
内

氏
の
影
響
力
が
及
ん
で
い
た
事
実
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
又
同
氏
は
、
前
述
し

た
大
内
氏
に
依
る
成
化
勘
合
の
略
奪
に
関
し
て
も
「
明
よ
り
給
せ
ら
れ
た
成
化

の
勘
合
は
後
に
大
内
氏
の
た
め
奪
は
れ
た
も
の
玉
如
く
傳
へ
て
ゐ
る
が
、
（
中

略
）
そ
れ
は
恐
ら
く
幕
府
船
に
於
て
も
大
内
氏
の
勢
力
が
事
實
上
優
勢
で
あ
つ

て
、
之
を
幕
府
に
納
付
す
る
に
至
ら
な
か
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
ら
れ

て
、
先
に
示
し
た
『
蔭
涼
軒
日
録
』
長
享
元
（
一
四
八
七
）
年
十
月
二
十
九
日
条

に
あ
る
「
自
二
大
内
方
一
奪
コ
取
此
勘
合
一
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
実
力
で
成
化
勘

合
を
略
奪
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
寧
ろ
最
初
か
ら
幕
府
側
へ
は
渡
さ
な
か
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
。
何
れ
に
せ
よ
以
上
の
様
な
状
況
の
中
に
あ
っ
て
、
大
内
氏
が

そ
の
雑
掌
で
あ
っ
た
松
雪
軒
を
自
ら
の
船
で
は
な
く
、
公
方
船
の
土
官
と
し
て

乗
船
さ
せ
た
理
由
が
日
明
貿
易
の
支
配
と
独
占
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ

う
。　

結
局
『
戊
子
入
明
記
』
の
応
仁
二
（
一
四
六
八
）
年
正
月
二
十
日
付
コ
號
般

寺
丸
乗
船
人
敷
注
文
」
に
依
れ
ば
、
一
号
船
（
公
方
船
）
を
「
寺
丸
」
に
変
更
し

松
雪
軒
よ
り
八
人
、
高
石
兵
庫
助
方
よ
り
十
人
（
前
掲
史
料
で
は
八
人
）
の
人
員

を
出
し
て
入
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
明
に
あ
っ
て
も
、
明
の
憲
宗
よ
り
日
本
へ

の
「
回
禮
船
」
（
答
礼
船
）
の
派
遣
に
関
し
て
「
出
船
以
後
日
本
及
大
劇
趣
」
を

「
以
評
議
具
禮
部
江
奏
之
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
成
化
蜂
年
〔
日
本
・
応
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ニ
バ
一
四
六
八
）
年
〕
十
一
月
十
日
付
の
「
連
剣
状
」
に
一
号
船
の
土
官
と
し
て

松
雪
軒
の
全
果
が
署
判
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
回
の
「
渡
唐
」
に
関
し
て
の
事
前
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
『
臥
雲
日
件
録

（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
呆
）

抜
尤
』
寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年
五
月
四
日
条
に
「
松
雪
來
問
、
（
中
略
）
又
及
渡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
與
清
啓
）
（
妙
増
・
有
文
紹
本
）

唐
之
事
、
松
雪
日
、
今
月
中
、
正
使
・
居
座
、
可
赴
筑
紫
也
、
予
問
彼
方
年
号
、

景
泰
三
年
、
支
干
、
松
雪
日
、
己
卯
歳
也
、
干
今
已
六
年
、
然
今
王
年
号
、
日

天
順
云
々
」
と
あ
っ
て
、
松
雪
軒
が
正
使
・
居
座
の
九
州
へ
の
発
向
を
促
し
、

相
国
寺
の
瑞
渓
周
鳳
の
問
い
に
対
し
て
明
国
の
年
号
や
干
支
に
つ
い
て
報
じ
て

お
り
、
『
蔭
涼
軒
日
録
』
寛
正
五
年
五
月
二
十
九
日
条
で
は
「
大
内
雑
掌
松
雪

軒
。
依
二
渡
唐
船
之
事
幻
以
二
小
齋
會
一
招
レ
之
。
傍
談
論
刻
移
也
」
と
し
て
、
蔭

　
　
　
　
　
　
　
き
け
い
し
ん
ず
い

涼
軒
主
で
あ
っ
た
季
項
真
蘂
が
大
内
雑
掌
松
雪
軒
と
遣
明
船
の
こ
と
に
つ
い
て

協
議
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
同
記
前
日
条
に
於
て
、
大
内
氏
が
今
回
の

正
使
・
居
座
の
六
月
中
に
於
け
る
九
州
到
着
を
幕
府
に
要
請
し
た
と
あ
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
談
合
で
あ
ろ
う
。
又
、
『
親
元
目
記
』
寛
正
六
（
一
四
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
　
　
　
　
　
松
イ

五
）
年
二
月
六
日
条
に
は
「
京
極
殿
御
使
赤
田
渡
唐
御
馬
已
前
引
進
之
慮
、
依
為

小
長
被
返
下
畢
竺
疋
誕
引
進
之
貴
殿
塑
具
契
醗
掌
松
羅
、
可

被
引
見
之
由
御
返
事
候
」
と
あ
り
、
「
日
本
國
王
　
臣
源
　
義
政
」
（
室
町
将
軍
）



4

よ
り
「
大
明
皇
帝
陛
下
」
（
憲
宗
）
へ
の
進
貢
物
の
一
つ
で
あ
る
馬
に
つ
い
て
、

四
職
家
の
；
で
あ
る
京
驚
よ
り
も
走
を
献
納
す
る
の
で
蒙
が
・
そ
の

馬
を
貴
殿
（
伊
勢
伊
勢
守
貞
親
）
が
一
見
し
た
後
に
大
内
雑
裳
の
松
雪
庵
（
軒
）
へ

も
一
見
さ
せ
る
様
京
極
氏
方
へ
申
し
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
以
前
に
京
極
氏
が

差
し
出
し
た
馬
に
不
都
合
が
あ
っ
た
為
と
あ
り
、
今
回
は
念
の
為
に
土
官
で
あ

る
松
雪
軒
に
も
不
備
が
な
い
か
確
認
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

『
蔭
涼
軒
日
録
』
寛
正
六
年
三
月
十
五
日
条
に
は
「
遣
唐
之
書
可
二
清
書
一
之
由
。

伊
勢
守
被
レ
報
レ
之
。
勘
合
又
棚
一
躰
筆
可
レ
書
否
事
問
γ
之
。
可
ノ
尋
二
干
松
雪
一
之

由
被
γ
申
レ
之
。
傍
可
γ
任
二
彼
左
右
一
也
」
と
あ
っ
て
、
政
所
執
事
伊
勢
伊
勢
守

貞
親
が
日
本
国
王
よ
り
明
国
皇
帝
へ
宛
て
た
遣
明
書
（
表
文
）
の
清
書
す
べ
ぎ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

報
じ
、
次
い
で
別
幅
へ
の
記
入
に
つ
い
て
は
松
雪
軒
に
尋
ね
、
そ
の
指
図
に
従

う
旨
を
記
し
て
い
る
。

　
次
に
、
松
雪
軒
の
職
掌
の
第
二
点
と
し
て
指
摘
で
ぎ
る
の
が
京
都
よ
り
大
内

氏
等
に
対
す
る
書
状
等
の
文
書
の
取
り
次
ぎ
で
あ
る
。
『
親
元
日
記
』
の
中
で

は
、
政
所
執
事
伊
勢
貞
宗
の
被
官
で
筆
者
の
政
所
代
蜷
川
新
右
衛
門
尉
親
元
が
、

松
雪
軒
を
通
し
て
当
時
政
所
執
事
だ
っ
た
貞
親
の
書
状
等
を
発
給
し
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ
、
更
に
そ
の
案
文
を
収
録
し
て
い
る
。
次
の
表
は
そ
う
し
た
書
状

発
給
の
一
覧
で
あ
る
。

松
雪
軒
取
次
書
状
等
一
覧

号（3）（2）（1）（6）　（5）　（4）（8）（7）ω⑩（9）

親
元
日
記
の

年
　
　
月
　
　
日

寛
正
6
・
4
・
2
5

寛
正
6
・
5
・
1
5

寛
正
6
・
5
・
1
5

寛
正
6
・
6
・
5

寛
正
6
・
6
・
5

寛
正
6
・
6
・
5

寛
正
6
・
6
・
1
5

寛
正
6
・
7
・
5

寛
正
6
・
7
・
2
5

寛
正
6
・
7
・
2
5

寛
正
6
・
7
・
2
8

書
状
の

年
月
日

　　511今

日816

1
0
・
2
・
3

　
ρ
0
・
r
D

　
　
同
日

7

5

か

6

14
今同今
日日日

発
給
者

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

伊
勢
貞
親

受

給

者

安
芸
厳
島
掃
部
助
方

大
内
左
京
大
夫
（
教
弘
）

大
井
刑
部
少
輔

大
内
次
郎
（
武
治
）

大
内
左
京
大
夫
入
道
（
教
弘
）

大
井
刑
部
少
輔

大
　
内
　
方

小
早
河
竹
原

　
（
中
務
少
輔
弘
景
）

大
内
左
京
大
夫
入
道
（
教
弘
）

大
内
左
京
大
夫
入
道
へ
教
弘
）

大
内
左
京
大
夫
入
道
（
教
弘
）

内

容

将
軍
足
利
義
政
よ
り
御
書
・
御
剣
を
下
さ
れ
る

将
軍
足
利
義
政
へ
御
太
刀
・
五
千
疋
を
進
上
。
大
内
教
弘
へ
御
剣
・
御
馬
を
遣
わ
す

伊
勢
貞
親
へ
馬
一
疋
を
進
上
。
信
州
船
山
郷
の
こ
と
に
関
し
て
は
早
々
に
入
部
を
遂
げ
て
も
良
い
。

巨
細
は
松
雪
に
申
し
出
る
の
が
良
い
で
あ
ろ
う

将
軍
足
利
義
政
へ
御
官
途
の
こ
と
に
関
し
て
鶏
眼
三
千
疋
を
進
上

大
内
氏
の
分
国
内
の
通
路
困
難
に
付
き
、
宗
刑
部
少
輔
成
職
方
の
御
礼
が
遅
れ
る

伊
勢
貞
親
へ
馬
一
疋
を
進
上
。
大
井
方
へ
太
刀
一
腰
・
小
袖
一
重
を
進
呈
。
船
山
郷
の
こ
と
に
関

し
て
は
、
近
日
入
部
を
遂
げ
た

大
内
方
へ
高
麗
皮
一
枚
を
進
上
。
来
春
の
御
参
宮
鞘
御
用
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る

小
早
川
氏
の
太
刀
・
千
疋
進
上
並
び
に
上
洛
に
関
し
て
の
御
返
事

大
嘗
会
の
段
銭
に
関
し
て
、
九
州
の
面
々
に
急
い
で
進
上
す
る
様
御
下
知
が
あ
る

伊
勢
貞
親
子
息
誕
生
に
対
す
る
祝
儀
三
千
疋
拝
領
の
御
礼

大
内
教
弘
不
例
の
為
、
板
坂
と
い
う
医
師
が
下
向
し
た
の
で
御
養
生
に
努
め
て
欲
し
い
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右
の
表
を
見
て
み
る
と
、
残
存
し
て
い
る
史
料
に
於
て
松
雪
軒
が
関
与
し
た

の
は
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
四
月
～
同
七
月
の
僅
か
三
ヵ
月
の
間
で
あ
る
。
大

半
は
大
内
氏
の
一
族
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
給
さ
れ
る
文

書
と
松
雪
軒
と
の
関
わ
り
方
を
み
る
と
、
史
料
上
の
文
言
と
し
て
、
史
料
ω
が

「
御
状
以
松
雪
軒
奉
之
整
之
渡
早
」
、
②
・
③
が
「
此
両
通
松
雪
二
渡
早
」
、
㈲
～

㈲
が
「
御
状
事
彼
是
三
通
以
松
雪
軒
奉
之
整
案
候
」
、
⑦
が
「
以
松
雪
奉
之
」
、

⑧
が
「
御
返
事
整
之
以
松
雪
奉
之
早
」
、
⑨
・
⑩
が
「
御
状
松
雪
奉
之
」
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

て
史
料
⑪
が
「
御
状
松
雪
奉
之
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
史
料
②
・
㈹
・
⑦
～
⑪

の
様
に
、
単
な
る
文
書
の
伝
進
役
で
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ω
・
㈲
～
⑥
の

様
に
、
文
書
の
作
成
段
階
に
も
携
わ
る
こ
と
が
あ
っ
た
様
で
あ
る
。
又
、
大
内

氏
以
外
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と
し
て
史
料
㈲
・
⑥
は
興
味
深
い
。
こ
れ

ら
は
信
濃
国
の
大
井
氏
に
対
し
て
出
さ
れ
て
い
る
書
状
で
あ
る
が
、
前
年
の
寛

正
五
（
一
四
六
四
）
年
に
は
大
井
氏
と
諏
訪
信
満
と
が
甲
斐
国
へ
侵
攻
し
、
こ
の

年
も
諏
訪
氏
と
甲
斐
国
と
の
間
で
紛
争
が
あ
り
同
氏
方
が
御
行
原
で
の
戦
闘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

於
て
勝
利
を
収
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
こ
の
両
通
は
大
井
刑
部
少

　
　
　
　
　
（
2
0
）

輔
に
依
る
船
山
郷
入
部
の
こ
と
が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
史
料
ω
は

安
静
云
国
厳
島
の
掃
部
助
方
へ
、
そ
し
て
史
料
⑧
も
安
芸
国
小
早
川
氏
の
有
力
庶

家
で
あ
る
竹
原
小
早
川
氏
の
中
務
少
輔
弘
景
へ
宛
て
ら
れ
て
お
り
、
小
早
川
氏

の
上
洛
等
の
こ
と
に
つ
い
て
申
し
送
っ
て
い
る
。
因
み
に
、
又
四
郎
弘
景
は
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

仁
元
（
一
四
六
七
）
年
に
大
内
新
介
政
弘
の
一
手
と
し
て
上
洛
を
し
て
い
る
。
松

雪
軒
が
取
り
次
い
だ
文
書
の
大
部
分
は
大
内
氏
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
が
、

以
上
の
様
に
そ
れ
以
外
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
も
の
も
少
数
で
は
あ
る
が
取
り

次
い
で
い
る
。
松
雪
軒
は
史
料
上
「
大
内
雑
掌
」
と
し
て
記
さ
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
幕
府
の
政
所
執
事
の
発
給
す
る
書
状
等
の
文
書
の
伝
進
役
、
又
は
起
草

役
と
し
て
も
存
在
し
て
い
た
様
で
あ
り
、
幕
府
内
部
－
政
所
・
伊
勢
氏
ー
に
深

く
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
こ
の
三
ヵ
月
間
に
限

ら
れ
て
い
た
こ
と
な
の
か
、
或
は
文
書
の
伝
達
に
於
て
松
雪
軒
が
幕
府
や
大
内

氏
と
の
間
で
ど
の
様
な
関
係
を
保
持
し
て
い
た
の
か
は
、
残
存
の
史
料
よ
り
類

推
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
。

　
更
に
以
上
の
第
二
点
目
の
職
掌
と
も
関
連
す
る
が
、
松
雪
軒
の
第
三
点
の
役

割
と
し
て
は
使
者
の
役
目
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
親
元
日
記
』
寛

正
六
（
一
四
六
五
）
年
五
月
十
五
日
条
で
は
、
伊
勢
貞
親
が
大
井
刑
部
少
輔
に
宛

て
て
出
し
た
書
状
（
前
掲
表
の
史
料
③
）
に
於
て
「
舩
山
事
、
早
≧
可
被
遂
入
部

　
ノ
を
ノ
ラ
ウ
ラ
ノ
　
ゑ
ラ
ラ
ン
ラ
ラ

候
、
巨
細
松
雪
江
可
被
申
候
」
と
言
っ
て
お
り
、
大
井
氏
に
依
る
信
州
船
山
郷
入

部
等
の
こ
と
に
関
し
て
は
松
雪
軒
に
申
し
出
る
様
、
政
所
執
事
の
貞
親
が
指
示

を
与
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
井
氏
と
幕
府
と
は
松
雪
軒
を
介
し
て
の
み
ア
ク

セ
ス
で
き
る
の
で
あ
り
、
書
面
に
取
り
次
ぎ
役
と
し
て
の
松
雪
軒
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
立
場
が
こ
の
場
合
特
に
重
要
で
あ
っ
た
の
か
、
或
は
船

山
郷
を
巡
る
在
地
の
利
害
関
係
を
考
慮
し
、
幕
府
が
中
立
的
な
立
場
に
立
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
存
在
し
て
い
た
の
か
で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
せ
よ
、

政
所
代
で
あ
る
蜷
川
親
元
等
の
幕
府
の
吏
僚
が
直
接
的
に
関
与
で
き
な
い
何
ら

か
の
理
由
が
存
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
後
、
同
記
同
年
七

月
二
日
条
で
は
「
以
松
雪
自
貴
殿
奉
之
就
信
州
舩
山
郷
事
、
大
井
被
官
阿
江
木

　
　
　
　
ラ
ラ
ラ
　
　
ラ
ラ
ラ
ラ
　
ノ
き
ラ
ラ
　
ど

越
後
入
道
、
以
物
詣
便
宜
、
令
上
洛
申
間
、
事
次
大
井
以
書
状
申
、
甲
斐
國
事
、

巨
細
別
二
注
置
之
」
と
し
て
、
殊
更
に
当
該
船
山
郷
の
こ
と
に
関
し
て
は
冒
頭

に
あ
る
が
如
く
、
松
雪
軒
が
貞
親
の
意
を
受
け
て
処
置
す
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
大
井
氏
が
そ
の
被
官
で
あ
る
阿
江
木
越
後
入
道
を
寺
社
参
詣
の
序
で
と
称

し
て
（
或
は
内
外
を
そ
の
様
に
偽
り
）
上
洛
さ
せ
、
事
の
次
第
を
記
し
た
大
井
氏
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の
書
状
を
親
元
方
へ
差
し
出
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
井
氏
側
に

は
幕
府
と
の
交
渉
の
存
在
を
特
に
在
地
に
対
し
て
秘
匿
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
の
為
に
幕
府
側
が
そ
の
仲
介
役
と
し
て
松
雪
軒
を

選
任
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
又
、
辻
善
之
助

氏
に
依
る
「
室
町
時
代
に
は
、
輝
曾
は
文
筆
を
以
て
、
（
中
略
）
幕
府
大
小
の
機

務
に
参
じ
、
内
治
外
交
の
顧
問
と
な
っ
た
。
（
中
略
）
そ
の
文
才
と
辮
舌
と
を
以

て
諸
國
に
使
し
、
大
名
と
大
名
或
は
將
軍
と
大
名
と
の
間
の
交
渉
に
任
じ
、
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

要
な
る
任
務
を
果
し
た
も
の
も
少
く
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
総
括
さ
れ
て
い
る

当
時
の
僧
侶
、
取
り
分
け
禅
僧
一
般
の
動
き
と
相
違
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
以
上
の
様
な
松
雪
軒
に
依
る
取
り
次
ぎ
役
、
特
に
文
書
の
伝
進
に
於
て
は
前

掲
の
表
に
あ
る
が
如
く
、
そ
の
全
て
が
京
都
（
幕
府
関
係
者
）
よ
り
各
氏
に
宛
て

て
発
給
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
各
氏
よ
り
京
都
へ
と
宛
て
ら
れ
た
も
の

は
見
ら
れ
な
い
。
前
掲
表
の
中
で
も
一
番
多
く
幕
府
か
ら
文
書
を
受
給
し
て
い

る
大
内
氏
の
場
合
、
や
は
り
そ
の
雑
掌
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
相
国
寺
大
智
院
競

秀
軒
の
東
周
興
文
が
、
大
内
氏
よ
り
京
都
（
朝
廷
・
幕
府
関
係
者
）
へ
宛
て
ら
れ

た
文
書
を
伝
進
し
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
松
雪
軒
が
、
最
初

か
ら
幕
府
側
よ
り
発
給
さ
れ
る
文
書
の
み
を
伝
達
す
る
役
割
し
か
付
与
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
か
ら
か
、
或
は
大
内
氏
等
よ
り
京
都
へ
宛
て
ら
れ
た
文
書
の
松
雪

軒
に
依
る
伝
進
が
記
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
又
は
そ
れ
が
残
存
し
て
い
な
い

か
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
『
親
元
日
記
』
は
文
明
一
八
（
一
四
八
六
）
年
頃

迄
筆
録
さ
れ
て
い
る
が
、
松
雪
軒
が
登
場
す
る
の
は
寛
正
六
（
一
四
六
五
）
年
二

月
～
七
月
の
間
だ
け
で
あ
る
。
又
、
松
雪
軒
自
身
に
つ
い
て
も
史
料
上
文
明
一

入
年
迄
登
場
す
る
が
、
文
書
の
伝
進
役
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
こ
の
寛
正
六
年

の
前
半
期
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
以
上
述
べ
て
き
た
松
雪
軒
に
依
る
文
書
の
伝
．

進
役
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
依
っ
て
期
間
を
限
定
し
、
且
つ
幕
府
側
よ
り
発
給

さ
れ
る
文
書
の
み
を
伝
達
す
る
と
い
う
、
極
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
大
内
氏
の
次
世
代
の
在
京
雑
掌
僧
で
あ
る
東
周
興

文
の
登
場
は
文
明
＝
（
一
四
七
九
）
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
更
に
当
該
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

於
て
は
大
内
氏
の
在
俗
の
在
京
雑
掌
の
所
見
も
少
な
く
、
大
内
氏
と
京
都
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

間
の
文
書
の
伝
達
担
当
者
を
巡
っ
て
は
、
猶
不
明
な
点
も
多
い
。

　
こ
の
他
、
松
雪
軒
の
活
動
を
示
す
記
事
に
は
以
下
の
様
な
も
の
が
あ
る
。
先

ず
『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年
七
月
二
十
八
日
条
に
「
主
君
鎌

倉
五
山
。
公
文
被
γ
申
。
錐
ノ
然
上
杉
方
副
状
無
レ
之
。
古
來
必
有
〆
之
由
。
伊
勢

守
申
レ
之
。
傍
閣
7
之
。
帥
今
上
杉
以
γ
状
遣
二
干
關
東
使
節
之
西
堂
大
徳
寺
一
也
。

以
γ
之
與
二
伊
勢
守
一
評
〆
之
披
ゴ
露
之
↓
但
上
杉
之
状
日
。
先
以
二
建
長
圓
畳
爾

寺
一
可
レ
被
ノ
成
二
御
判
一
之
由
有
ノ
之
。
傍
伺
二
雨
寺
司
可
二
書
上
一
之
由
有
ノ
之
。
板

倉
大
和
入
道
押
領
。
寺
肚
之
記
録
。
彼
使
節
大
徳
寺
持
來
告
ノ
予
。
時
大
内
代

官
松
雪
曾
引
γ
之
。
與
二
伊
勢
守
一
評
レ
之
。
令
二
之
見
一
致
二
披
露
司
可
γ
懸
二
予
御

目
一
之
由
有
γ
之
。
傍
奉
γ
懸
二
干
御
目
一
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
足
利
義
政
の
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も
ん

で
あ
る
「
主
君
」
（
堀
越
公
方
足
利
政
知
）
が
鎌
倉
五
山
の
住
持
の
公
文
を
申
請

し
て
来
た
と
こ
ろ
、
慣
例
に
背
い
て
関
東
管
領
上
杉
氏
（
こ
の
当
時
の
管
領
は

房
顕
）
の
副
状
が
無
か
っ
た
為
に
、
政
所
執
事
で
あ
る
伊
勢
貞
親
が
蔭
涼
職
の

季
環
真
蘂
に
保
留
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
上
杉
氏
は
「
先
ず
建
長
・
円
覚

両
寺
の
住
持
任
命
の
公
文
に
室
町
将
軍
の
直
判
を
頂
き
た
い
」
と
い
う
副
状
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

関
東
使
節
の
大
徳
寺
西
堂
に
遣
わ
し
て
上
洛
さ
せ
、
更
に
板
倉
大
和
入
道
が
押

領
し
て
い
た
寺
社
の
記
録
と
合
わ
せ
て
季
項
真
蘂
の
所
へ
大
徳
寺
の
西
堂
が
持

参
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
大
内
氏
の
代
官
で
あ
っ
た
松
雪
軒
の
僧
侶
が
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大
徳
寺
の
西
堂
を
案
内
し
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
見
し
た
様
に
、
こ
の

，
記
事
の
内
容
は
大
内
氏
と
は
何
等
関
係
の
無
い
関
東
の
寺
院
を
巡
る
も
の
で
あ

る
が
、
何
故
季
項
は
話
題
の
上
で
は
無
関
係
で
あ
る
松
雪
の
こ
と
を
殊
更
「
大

内
代
官
」
と
記
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
外
見
上
松
雪
軒

が
宗
教
家
と
し
て
の
活
動
を
第
＝
義
と
し
、
片
手
間
に
大
内
氏
の
代
弁
も
す
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
季
項
が
大
内
氏
と
は
何
等
関
係
の
無
い
関
東
の
記
事
を

日
録
に
記
す
に
当
た
り
、
松
雪
軒
の
こ
と
を
「
大
内
代
官
」
と
筆
録
す
る
必
要

は
無
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
季
墳
真
蘂
の
念
頭
に

は
松
雪
軒
が
大
内
氏
の
在
京
代
官
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
比
重
が
大
き
く
、
宗
教

家
と
し
て
の
松
雪
軒
の
活
動
を
圧
倒
し
て
い
る
と
い
う
概
念
が
存
在
し
て
い
た

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
又
そ
の
こ
と
は
、
大
内
雑
掌
と
し
て
の
松
雪
軒
の

有
り
様
の
反
映
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ど
う
し
て
大
内
代
官
で
あ

る
松
雪
が
大
徳
寺
の
西
堂
を
季
環
の
許
へ
案
内
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、

先
に
述
べ
た
松
雪
軒
の
職
掌
と
の
関
連
で
松
雪
軒
が
当
該
鎌
倉
五
山
の
住
持
の

公
文
を
巡
る
件
に
関
し
て
、
或
は
こ
れ
（
七
月
二
十
八
日
）
以
前
か
ら
も
関
与
し

て
い
た
可
能
性
も
あ
り
（
具
体
的
な
『
蔭
涼
軒
日
録
』
の
記
事
で
松
雪
軒
の
出

て
来
る
条
文
は
無
い
が
）
、
季
項
真
蘂
・
伊
勢
貞
親
と
足
利
政
知
・
上
杉
房
顕

と
の
間
に
立
っ
て
仲
介
の
労
を
と
り
、
両
者
の
取
り
次
ぎ
・
使
者
の
役
目
を
果

た
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
更
に
松
雪
軒
の
本
来
の
姿
、
つ
ま
り
宗
教
家
と
し
て
の
活
動
を
示
す
も
の
を

数
例
ぼ
か
り
最
後
に
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
先
ず
『
臥
雲
日
件
録
抜
尤
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
果
）

寛
正
五
（
一
四
六
四
）
年
正
月
十
四
日
条
（
松
雪
軒
の
初
見
）
に
「
午
后
、
松
雪
來
、

　
　
　
（
方
秀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
希
陵
1
ー
キ
リ
ン
）

話
次
及
岐
陽
碧
岩
抄
、
松
雪
日
、
碧
岩
後
序
所
謂
迎
仏
會
日
、
見
干
陵
虚
谷
録
、

蓋
迎
仏
於
禁
中
之
會
也
、
岐
陽
以
爲
仏
誕
生
日
非
也
」
と
あ
り
、
松
雪
軒
が
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

子
学
者
と
し
て
名
高
い
岐
陽
方
秀
の
著
し
た
『
碧
岩
不
二
抄
』
（
十
巻
）
に
関
し

て
、
相
国
寺
北
禅
軒
の
瑞
漢
周
鳳
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
同
記
の
寛

正
五
年
五
月
四
日
条
に
於
て
も
松
雪
は
人
天
眼
目
の
著
語
に
つ
い
て
語
り
、
周

鳳
と
問
答
を
行
っ
て
い
る
。

　
以
上
見
て
来
た
様
に
、
松
雪
軒
に
は
日
明
貿
易
（
勘
合
船
貿
易
）
に
於
て
大
内

氏
の
雑
掌
と
し
て
諸
役
を
こ
な
し
自
ら
も
遣
明
船
の
土
官
と
し
て
入
明
し
た
り
、

又
文
書
等
の
取
り
次
ぎ
役
や
使
者
と
し
て
の
役
割
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
大
内
氏
の
雑
掌
と
し
て
の
職
掌
と
し
て
、
最
初
か

ら
付
与
さ
れ
て
い
た
も
の
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
猶
歴
然
と
し
な
い
。
但
、

松
雪
軒
の
以
上
列
挙
し
た
役
割
が
、
当
時
相
当
な
水
準
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

そ
の
文
筆
の
才
能
を
買
わ
れ
て
担
わ
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
容
易
に
想
像
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
共
に
、
松
雪
軒
の
禅
宗
の
僧
侶
と
し
て
の
人
脈
や

組
織
と
い
っ
た
縦
・
横
の
つ
な
が
り
も
又
、
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
以
上
見
て
来
た
松
雪
軒
な
る
も
の
が
、
応
仁
二
（
一
四

六
八
）
年
に
出
港
し
た
遣
明
一
号
船
の
土
官
「
全
呆
」
　
一
人
だ
け
の
活
動
で
あ

っ
た
の
か
否
か
も
疑
問
と
し
て
残
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
、

冒
頭
で
も
挙
げ
た
そ
の
活
動
期
間
を
巡
る
問
題
が
あ
る
。
松
雪
軒
全
呆
は
応
仁

二
年
に
入
明
し
彼
の
地
に
於
て
「
連
鋼
状
」
な
る
も
の
に
署
判
し
て
い
る
こ
と

は
本
文
中
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
足
取
り
に
つ
い
て
は
不
明
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

あ
る
。
或
は
入
明
し
た
ま
ま
帰
国
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
冒
頭
に
於
て

彼
の
終
見
と
し
て
呈
示
し
た
文
明
一
八
（
一
四
八
六
）
年
九
月
五
日
と
い
う
日
は
、

『
蕪
軒
日
録
』
の
同
日
条
に
あ
る
左
の
記
事
を
以
っ
て
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
呆
）
〔
問
か
〕

れ
に
は
「
子
西
至
、
手
張
楷
阪
田
藁
而
還
、
手
空
谷
・
呆
松
雪
以
誉
一
審
至
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

と
あ
り
、
当
時
和
泉
国
の
海
会
寺
で
闘
病
生
活
を
送
っ
て
い
た
季
弘
大
叔
の
許
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に
金
子
西
（
宗
悦
書
記
）
が
祖
庭
景
隆
・
松
雪
軒
全
呆
等
に
依
る
問
答
を
届
け
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
応
松
雪
軒
の
所
見
と
し
て
は
呈
示
し
た
も
の

の
、
そ
の
具
体
的
な
活
動
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

　
傍
っ
て
、
松
雪
軒
の
日
本
に
於
け
る
（
大
内
雑
掌
と
し
て
の
）
活
動
自
体
は
応

仁
二
年
の
入
明
を
以
っ
て
終
了
し
た
も
の
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ぽ
、
松
雪
軒
の
活
動
期
間
は
今
判
明
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
約
五
年
間
程
と
な
る
。
し
か
し
、
彼
の
初
見
と
し
て
示
し
た
寛
正
五

（一

l
六
四
）
年
五
月
四
日
以
前
か
ら
も
当
然
活
動
は
し
て
い
た
訳
で
あ
る
が
、

そ
の
時
期
に
も
大
内
氏
の
雑
掌
を
も
務
め
て
い
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
類
推

の
域
を
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
②
　
正
法
寺
（
院
）

　
正
法
寺
と
称
す
る
寺
院
は
、
京
都
或
は
そ
の
周
辺
部
に
於
て
も
数
力
寺
が
存

（
2
9
）

在
し
、
取
り
分
け
天
龍
寺
や
東
福
寺
等
の
五
山
禅
林
の
中
に
も
正
法
奄
と
称
す

　
　
　
　
　
（
3
0
）

る
塔
頭
は
見
え
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
大
内
雑
掌
」
と
し
て
の
正
法
寺
は
周
防

国
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
初
見
は
天
文
九
（
一
五
四

〇
）
年
四
月
八
日
で
、
終
見
は
天
文
一
六
（
一
五
四
七
）
年
二
月
五
日
に
見
え
る

も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
史
料
上
の
活
動
期
間
は
約
七
年
程
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
猶
、
検
討
を
要
す
る
課
題
が
存
在
し
て
い
る
。
と
も
か
く
も

大
内
氏
の
雑
掌
と
し
て
は
晩
期
に
登
場
し
た
僧
侶
で
あ
る
。
抑
、
現
在
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

も
正
法
寺
と
称
す
る
寺
院
は
旧
周
防
国
内
に
数
ケ
寺
が
存
在
し
て
い
る
が
、
こ

こ
で
言
う
正
法
寺
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
様
に
、

正
法
寺
は
勘
合
船
貿
易
に
も
関
与
す
る
こ
と
等
か
ら
禅
宗
、
取
り
分
け
臨
済
宗

関
係
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
に
該
当
す
る
寺
院
は

次
に
示
し
た
正
法
寺
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
旧
周
防
国
内
に
現
存
し
て
い
る
前
掲

の
正
法
寺
の
中
の
一
つ
で
あ
る
の
か
否
か
も
不
詳
で
あ
る
。
「
防
州
正
法
寺
沙

　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

門
智
碩
傳
」
・
「
高
山
棊
山
賢
仙
輝
師
法
嗣
」
に
依
る
と
、
正
法
寺
と
は
大
覚
派

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

棊
山
賢
仙
の
門
下
で
あ
る
大
円
智
碩
が
晩
年
に
自
ら
第
一
世
と
な
り
開
い
た
寺

院
で
あ
り
、
そ
の
同
じ
年
に
智
碩
は
寺
内
で
没
し
て
い
る
。
元
々
大
円
智
碩
は

周
防
国
の
出
身
で
あ
る
が
姓
氏
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
初
め
京
都
へ
出
て
建
仁

寺
や
東
福
寺
等
の
寺
院
の
高
職
を
務
め
た
が
後
に
帰
国
し
て
師
席
を
継
ぎ
、
法

高
山
を
開
い
て
い
る
。
そ
し
て
応
永
七
（
一
四
〇
〇
）
年
に
豊
後
太
守
大
友
氏

（
氏
績
か
）
に
依
っ
て
万
寿
寺
へ
招
聰
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を
峻
拒
し
後
に
な
っ
て

正
法
寺
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
様
な
経
緯
の
正
法
寺
で
あ
る
が
、
そ
の
大
内
雑
掌
と
し
て
の
活
動
に
は

三
類
型
が
あ
る
。
先
ず
一
つ
目
と
し
て
は
京
都
に
於
け
る
政
治
的
な
交
渉
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
豊
前
国
の
羅
漢
寺
住
持
職
を
巡
る
問
題

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
幕
府
内
談
衆
の
大
館
尚
氏
（
常
興
）
が
記
し
た
『
大
館

　
　
（
3
5
）

常
興
日
記
』
の
中
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
天
文
九
（
一
五
四
〇
）
年
三

月
九
日
条
で
は
こ
の
相
論
の
経
緯
に
っ
い
て
「
摂
州
來
臨
、
大
内
太
宰
大
就
申

豊
前
国
羅
漢
寺
住
持
事
、
去
≧
年
掠
申
、
御
下
知
給
候
僧
ハ
大
内
無
許
容
候
、

然
共
御
下
知
被
成
た
る
事
候
間
、
被
成
返
候
て
當
住
駄
勲
観
し
て
相
定
候
ハ
玉
、

可
畏
存
候
、
分
国
之
事
に
て
大
内
進
退
之
寺
之
儀
也
、
彷
其
段
以
松
田
丹
後
守

申
状
在
之
、
又
以
勢
州
内
儀
ハ
大
内
被
申
之
、
然
間
各
御
談
合
候
由
承
之
間
、

其
様
体
両
僧
相
論
之
趣
、
古
庵
方
被
訪
、
意
見
候
て
可
被
仰
出
事
可
然
哉
之
由

申
之
也
、
摂
州
も
其
心
へ
也
、
傍
手
日
記
在
之
間
、
此
方
に
て
加
禰
名
也
」
と

記
し
て
い
る
。
即
ち
大
内
義
隆
が
幕
府
に
訴
え
出
て
来
た
こ
と
と
い
う
の
は
、

一
昨
年
に
幕
府
が
羅
漢
寺
の
住
持
と
し
て
安
堵
し
た
僧
侶
（
禅
正
）
は
大
内
氏
の

承
認
の
無
い
人
物
で
は
あ
る
が
、
幕
府
の
下
知
で
あ
っ
た
の
で
無
視
す
る
こ
と
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も
で
き
ず
、
又
分
国
内
の
こ
と
で
も
あ
り
羅
漢
寺
住
持
等
の
補
任
は
大
内
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

管
掌
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
大
内
氏
の
認
め
た
当
住
（
龍
磋
）
を
し
て
も
う
一

度
安
堵
し
直
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
旨
奉
行
人

松
田
晴
秀
（
秀
俊
）
の
申
状
も
あ
り
、
更
に
政
所
執
事
の
伊
勢
貞
孝
へ
も
内
々
申

し
入
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
後
同
記
同
年
三
月
二
十
三
日

条
で
は
こ
の
相
論
に
関
し
て
両
方
の
三
問
答
（
対
決
）
が
揃
い
、
こ
れ
以
降
は
奉

行
の
意
見
た
る
べ
き
旨
将
軍
足
利
義
晴
が
言
い
付
け
た
と
あ
り
、
こ
の
事
は

「
大
内
存
知
事
」
で
あ
る
と
も
記
し
て
い
る
。

　
更
に
同
四
月
八
日
条
（
正
法
寺
の
初
見
）
に
な
る
と
、
こ
の
日
が
式
日
で
は
な

い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
件
に
関
し
て
内
談
衆
等
の
幕
府
の
担
当
者
が
参
会
し

て
申
し
談
じ
て
馳
・
そ
れ
と
言
島
も
「
大
内
太
宰
大
試
申
羅
漢
寺
痔
職

事
、
今
日
錐
非
式
日
候
、
各
参
會
候
て
被
申
談
、
一
途
候
ハ
N
可
為
御
祝
着
候
」

と
い
う
旨
の
近
衛
氏
方
（
租
家
）
の
使
者
（
近
衛
家
家
臣
の
進
藤
筑
後
守
）
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
式
日
で
も
な
い
の
に
参
会
を
要
請
し
そ
れ
に
は
「
急
事
候
間
」

と
称
す
る
理
由
付
け
が
行
わ
れ
て
い
る
の
に
見
ら
れ
る
様
に
、
大
内
氏
側
の
可

成
強
力
な
働
き
掛
け
が
朝
幕
関
係
者
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
又
、
近
衛

氏
は
同
使
老
を
日
行
事
の
細
川
高
久
に
も
送
り
同
様
の
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
受
け
る
形
で
コ
豆
州
・
摂
州
・
佐
同
道
二
て
来
入
、
常
興
座
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
）

に
て
申
合
之
也
、
価
大
内
方
よ
り
雑
掌
僧
正
法
寺
被
上
進
之
候
て
、
正
法
院
、
松

嬢
諮
捗
書
強
、
然
間
琴
松
丹
披
肇
伽
無
別
儀
存
候
轄
毅

然
間
そ
と
被
入
　
御
耳
て
可
然
由
各
申
之
、
今
日
ハ
早
及
晩
、
明
日
　
若
公
様

御
徳
日
也
、
明
後
日
日
行
事
二
佐
相
副
申
、
両
人
可
有
披
露
分
也
、
佐
ハ
近
衛

殿
よ
り
別
而
仰
に
つ
ぎ
て
、
如
此
相
そ
ひ
申
候
て
可
申
入
分
也
」
と
あ
る
様
に
、

当
時
大
館
常
興
と
共
に
幕
府
の
内
談
衆
で
あ
っ
た
細
川
伊
豆
守
高
久
．
摂
津
摂

馨
麗
転
畔
そ
し
て
常
興
の
子
息
で
や
は
り
内
談
衆
の
左
衛
1
5
佐
晴
光
の

ゴ
鳶
が
常
興
邸
に
て
こ
の
相
論
の
早
撰
決
に
つ
い
霜
談
し
、
そ
の
上
大
内

氏
側
よ
り
雑
掌
僧
の
正
法
寺
が
上
洛
し
て
来
て
色
々
と
工
作
を
行
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
正
法
寺
は
こ
の
件
に
関
し
て
奉
行
人
松
田
晴
秀
へ
委
細
を
記
し
た
申

状
を
送
り
、
大
内
氏
の
立
場
や
意
向
を
伝
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
申

状
は
晴
秀
に
依
っ
て
内
談
衆
に
披
露
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
後
日

に
は
日
行
事
と
大
館
晴
光
と
が
披
露
す
る
と
あ
る
が
、
晴
光
は
特
に
近
衛
氏
方

よ
り
要
請
を
受
け
た
と
あ
り
、
大
内
氏
、
或
は
正
法
寺
の
近
衛
氏
等
に
対
す
る

働
き
掛
け
が
可
成
強
力
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。
又
『
大
館
常

興
日
記
』
に
於
て
「
別
記
」
と
称
さ
れ
る
『
披
露
事
記
録
天
文
八
年
』
の
天
文

九
（
一
五
四
〇
）
年
四
月
八
日
条
で
も
、
や
は
り
『
大
館
常
興
日
記
』
の
同
日
条

と
同
様
に
大
内
雑
掌
正
法
院
の
申
状
の
旨
を
松
田
晴
秀
が
披
露
し
、
明
後
日
に

日
行
事
と
晴
光
と
が
将
軍
義
晴
へ
こ
の
件
に
つ
い
て
伺
い
申
す
と
記
し
て
い
る
。

続
い
て
『
大
館
常
興
日
記
』
同
四
月
十
一
日
条
で
は
「
大
内
被
申
候
羅
漢
寺
十

方
王
院
住
持
相
論
事
、
御
談
合
、
傍
豆
州
・
摂
州
来
入
、
於
佐
方
参
會
申
也
、

大
内
書
状
井
雑
掌
僧
正
法
寺
申
状
井
謹
文
等
文
左
改
名
申
所
理
運
也
、
如
此
の
通
先

度
御
下
知
掠
給
た
る
住
持
か
た
へ
一
端
可
被
仰
聞
哉
、
然
者
正
法
寺
申
状
披
露

さ
せ
ら
る
へ
き
歎
由
各
申
之
」
と
し
て
、
こ
の
相
論
に
関
し
て
大
内
義
隆
や
そ

の
雑
掌
僧
と
し
て
の
正
法
寺
の
申
し
分
、
或
は
証
文
等
に
依
る
限
り
そ
の
主
張

は
道
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
旨
禅
正
方
へ
説
明
し
た
上
、
正
法
寺
の

申
状
を
披
露
す
る
と
い
う
談
合
の
結
果
に
至
り
、
同
四
月
十
四
日
条
で
「
日
行

事
佐
よ
り
各
へ
折
紙
あ
り
、
羅
漢
寺
十
方
寺
住
持
儀
に
つ
き
て
、
正
法
寺
大
内
雑

掌
也
書
状
一
禅
正
方
へ
被
披
露
之
処
、
至
子
今
御
返
事
不
申
曲
事
也
、
（
中
略
）

重
而
従
日
行
事
折
番
あ
り
、
（
中
略
）
豆
州
御
事
書
に
ハ
龍
磋
漱
餉
被
申
方
へ
可
被
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成
御
下
知
哉
由
也
、
摂
州
も
凡
同
心
云
≧
」
と
あ
る
如
く
、
正
法
寺
の
書
状
が

弾
正
方
（
近
江
国
の
守
護
六
角
定
頼
か
）
へ
披
露
さ
れ
、
細
川
高
久
・
摂
津
元
造

等
の
合
議
に
依
っ
て
大
内
氏
の
主
張
を
認
め
る
方
針
が
示
さ
れ
た
。

　
翌
五
月
八
日
条
に
な
る
と
、
将
軍
家
が
「
各
何
と
な
り
共
申
談
候
へ
」
と
述

ぺ
、
又
大
内
義
隆
よ
り
日
行
事
の
細
川
高
久
へ
の
折
紙
も
あ
り
、
結
局
右
筆
方

の
意
見
状
の
作
成
と
な
り
、
大
館
常
興
等
の
内
談
衆
も
同
意
し
た
。
翌
九
日
付

で
右
筆
方
意
見
状
が
微
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
大
内
太
宰
大
弐
雑
掌
正
法
寺
与
禅
正
僧
豊
前
國
羅
漢
寺
住
持
職
門
派

　
　
　
　
相
論
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
ー
ー
ー
）
ー
）
＞
＞
ー
♪
♪
♪
♪
）
）
．
　
（
明
庵
榮
西
）

　
　
両
方
二
間
二
誉
之
趣
披
見
之
庭
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雛
枝
葉
多
、
宗
門
之
儀
也
、
即
建
仁
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
電
崇
）

　
　
開
山
錐
為
山
僧
、
改
衣
躰
入
禅
室
欺
、
況
龍
磋
首
座
封
建
仁
常
庵
和
尚
取

　
　
名
之
上
者
、
非
他
門
之
段
、
令
落
居
者
哉
、
惣
別
於
諸
宗
改
門
派
事
在
之
、

　
　
兼
又
澄
文
紛
失
之
儀
故
大
内
義
興
卿
大
永
七
年
十
月
廿
八
日
判
形
之
文
章

　
　
詳
也
、
傍
禅
正
出
帯
之
　
御
判
已
下
文
書
無
手
継
所
見
之
間
、
令
相
當
右

　
　
文
言
詑
、
然
何
為
禅
正
離
山
身
以
一
方
問
掠
給
奉
書
之
段
、
理
不
尽
之
沙

　
　
汰
太
不
可
然
、
所
詮
、
任
大
内
都
督
被
謹
申
之
旨
、
至
當
住
龍
磋
可
有
御

　
、
成
敗
乎
、
宜
為
　
上
意
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
治
部
）

　
　
　
　
天
文
九
年
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
散
位
光
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
沢
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掃
部
助
光
俊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
秀
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
左
か
）
　
　
　
（
諏
訪
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
衛
門
尉
晴
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
衛
門
尉
盛
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
和
守
発
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
尾
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
貞
廣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
田
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
前
守
頼
康

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
布
施
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
野
守
元
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
治
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
河
内
守
貞
兼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
訪
X
3
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
信
濃
守
長
俊

　
こ
の
様
に
羅
漢
寺
住
持
職
の
門
派
を
巡
る
相
論
は
、
当
住
で
あ
る
龍
磋
が
京

都
五
山
の
臨
済
宗
建
仁
寺
千
光
派
の
常
庵
龍
崇
に
対
し
て
一
字
を
受
け
た
が
、

門
派
を
改
め
る
こ
と
は
ど
の
宗
派
に
於
て
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
又

証
文
の
紛
失
に
関
し
て
も
禅
正
方
の
所
持
し
て
い
た
御
判
以
下
の
文
書
に
は
手

継
の
所
見
が
無
く
前
回
の
幕
府
が
下
し
た
処
置
は
妥
当
さ
を
欠
き
、
結
局
大
内

氏
側
の
主
張
を
全
面
的
に
認
め
て
当
住
で
あ
る
龍
磋
を
し
て
羅
漢
寺
住
持
職
を

安
堵
す
べ
き
旨
、
十
一
人
の
右
筆
衆
が
議
決
を
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
当
該
意

見
状
を
以
っ
て
奉
行
人
が
将
軍
に
裁
可
の
申
請
、
つ
ま
り
伺
事
を
行
い
幕
府
と

し
て
の
最
終
的
な
決
定
（
判
決
）
が
下
さ
れ
、
こ
の
意
見
状
に
沿
っ
た
形
で
の
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

置
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
略
述
し
た
様
に
、
正
法

寺
は
大
内
氏
の
雑
掌
、
代
理
人
と
し
て
こ
の
羅
漢
寺
を
巡
る
相
論
に
臨
ん
で
お

り
、
大
内
氏
の
意
向
を
帯
し
て
上
洛
し
禅
正
方
と
対
決
し
た
。
而
も
「
錐
枝
葉

多
、
宗
門
之
儀
也
」
と
あ
る
が
如
く
、
宗
教
関
係
の
係
争
は
在
俗
の
雑
掌
や
被

官
で
は
中
々
分
か
り
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
で
雑
掌
僧
と
し
て
正
法
寺
が

派
遣
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
左
京
大
夫
義
隆
に
至
り
最
盛
期
に
あ
っ
た

大
内
氏
の
影
響
力
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
正
法
寺
は
水
面
下
で
の
様
々
な
折
衝

を
行
い
、
大
内
氏
側
に
有
利
な
状
況
を
作
り
上
げ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
正
法
寺
に
依
る
二
つ
目
の
活
動
と
し
て
は
使
者
の
役
割
が
あ
っ
た
も

の
・
考
え
ら
れ
ゑ
先
ず
・
権
大
納
言
山
科
一
言
継
の
箸
な
る
『
　
　
（
4
1
）
言
継
卿
記
』

天
文
＝
二
（
一
五
四
四
）
年
二
月
二
十
五
日
条
に
は
「
大
内
雑
掌
正
法
寺
食
籠
と
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く
り
邊
了
、
祝
着
々
々
」
、
次
い
で
翌
二
十
六
日
条
に
は
「
正
法
寺
所
へ
使
者

遣
了
」
と
あ
り
、
正
法
寺
と
山
科
家
と
の
関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
が
、
取
り
分
け
「
大
内
雑
掌
正
法
寺
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

正
法
寺
を
大
内
氏
の
意
を
帯
し
た
人
物
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
・
そ
し
て
『
　
　
（
4
2
）
鹿
苑
日
録
』
（
以
下
全
て
梅
叔
法
森
の
日
記
冒
用
三
昧
』

に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
）
天
文
一
二
（
一
五
四
三
）
年
二
月
二
十
七
日
条
で
は

「
周
防
之
正
法
院
持
二
百
銭
來
。
入
麺
・
吸
物
侑
酒
　
」
、
翌
二
十
八
日
条
で
は

「
自
大
館
左
有
使
。
出
雲
宇
賀
庄
代
官
望
云
々
。
昨
日
正
法
寺
仁
申
合
分
返
答
也
。

捻
持
院
殿
江
正
法
寺
仁
申
合
之
状
遣
之
。
有
返
事
」
と
あ
っ
て
、
大
館
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
ぎ

佐
晴
光
方
よ
り
出
雲
国
能
義
郡
内
に
あ
る
宇
賀
荘
（
現
在
の
安
来
市
付
近
）
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

官
職
に
補
任
さ
れ
た
い
と
の
要
請
が
あ
り
、
二
十
七
日
に
は
そ
の
件
に
関
し
て

相
国
寺
鹿
苑
院
主
梅
叔
法
森
と
正
法
院
と
の
会
談
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

二
十
八
日
に
な
る
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
晴
光
方
と
臨
済
宗
相
国
寺
派
の
総
持

墜
墾
。
を
行
・
て
い
る
・
更
に
同
三
旦
ハ
日
条
に
な
る
と
「
赴
惚
持
院
殿
。

與
壽
昌
軒
宇
賀
庄
御
下
知
事
ヲ
演
読
也
。
・
招
正
法
寺
而
御
下
知
可
渡
云
々
」
と

あ
り
、
梅
叔
法
霧
が
総
持
院
に
於
て
寿
昌
軒
と
宇
賀
荘
代
官
職
に
つ
い
て
談
合

を
行
い
、
正
法
寺
に
将
軍
家
（
足
利
義
晴
）
の
御
下
知
を
渡
す
べ
き
を
決
定
し
て

い
る
。
こ
の
頃
、
大
内
氏
（
義
隆
）
は
周
防
・
長
門
・
豊
前
・
筑
前
・
安
芸
．
石

見
・
備
後
国
等
七
ケ
国
の
守
護
を
兼
帯
し
て
お
り
、
大
内
家
の
最
盛
期
を
迎
、
兄

て
い
た
が
出
雲
国
に
対
し
て
は
天
文
一
一
（
一
五
四
二
）
年
六
月
よ
り
侵
攻
を
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
だ

始
し
、
翌
一
二
年
五
月
に
は
尼
子
晴
久
の
本
拠
地
で
あ
る
富
田
城
（
能
義
郡
広

瀬
町
）
の
攻
略
に
失
敗
し
て
退
去
し
て
い
た
。
こ
の
様
な
情
勢
の
中
に
あ
っ
て

当
該
宇
賀
荘
代
官
職
に
関
し
て
は
、
出
雲
国
内
に
於
て
当
時
は
ま
だ
大
内
氏
と

尼
子
氏
の
勢
力
と
が
鏑
を
削
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
大
館
氏
側
が
大
内
氏

に
依
る
出
雲
国
内
の
鎮
定
を
前
提
と
し
て
代
官
職
を
望
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
そ
の
為
に
こ
こ
で
は
殊
更
に
「
大
内
雑
掌
」
と
は
記
さ
れ
て
は
い

麓
が
・
正
法
寺
に
対
し
て
大
内
義
隆
へ
の
取
り
次
ぎ
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る
。

恐
ら
く
宇
賀
荘
は
、
幕
府
の
御
料
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
又
、
そ
れ
に
付
随
し
て
京
都
よ
り
大
内
氏
等
に
対
す
る
書
状
等
の
文
書
の
取

り
次
ぎ
を
も
正
法
寺
は
行
っ
た
の
で
あ
る
。
同
記
同
三
月
二
日
条
に
は
「
正
法

寺
來
四
日
下
向
。
書
状
共
書
之
。
大
内
殿
・
凌
雲
寺
二
通
．
観
音
寺
．
杉
民
部

入
道
。
正
法
寺
公
文
仁
膿
事
。
風
呂
料
事
。
宇
賀
庄
事
也
。
風
呂
料
事
。
自
住

持
廉
叔
和
筒
。
杉
民
へ
有
書
状
來
　
」
と
あ
っ
て
、
梅
叔
法
森
が
三
月
四
日

（
実
際
に
は
六
日
以
降
）
に
周
防
国
へ
下
向
す
る
正
法
寺
に
対
し
て
託
す
書
状
等

を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
大
内
義
隆
、
大
内
義
興
の
開
基
で
あ
る
と
さ

　
　
　
（
4
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

れ
る
凌
雲
寺
へ
二
通
、
観
音
寺
（
大
内
持
盛
菩
提
寺
の
観
音
寺
か
）
、
大
内
氏
奉

行
人
の
杉
民
部
入
道
興
重
等
大
内
氏
や
そ
の
被
官
・
関
係
寺
院
で
あ
り
、
内
容

と
し
て
は
正
法
寺
自
身
の
住
持
の
人
選
の
事
風
呂
料
の
事
、
前
記
出
雲
宇
賀
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の
事
等
で
あ
っ
た
。
更
に
相
国
寺
住
持
の
廉
叔
和
爾
（
承
泉
）
よ
り
も
杉
興
重
に

対
す
る
書
状
が
あ
り
、
そ
れ
を
正
法
寺
に
委
託
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
正
法

寺
は
大
内
氏
等
に
対
し
て
文
書
の
伝
進
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
見
る
限
り

前
述
し
た
松
雪
軒
の
如
く
文
書
の
作
成
段
階
に
迄
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
模

様
で
あ
り
、
単
に
周
防
下
向
の
序
で
に
文
書
を
持
参
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
又

正
法
寺
に
依
る
使
者
と
い
う
点
で
、
同
記
天
文
一
三
（
一
五
四
四
）
年
三
月
一
日

条
で
は
「
正
法
寺
與
棟
兄
同
途
來
。
持
二
百
銭
來
。
温
麺
・
昆
若
吸
物
勧
酒
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
百

途
中
二
鹿
苑
來
過
。
同
侑
湯
。
正
法
寺
仁
剃
刀
一
讐
與
之
」
の
様
に
、
正
法
寺

が
棟
兄
な
る
人
物
と
梅
叔
法
森
の
許
に
同
道
す
る
と
い
う
件
が
あ
る
。
棟
兄
が

如
何
な
る
人
物
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
周
防
国
よ
り
上
洛
し
て
来
た
僧
侶
、
若
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し
く
は
京
都
に
あ
っ
た
大
内
氏
関
係
の
僧
侶
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
同
道
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

る
こ
と
に
依
っ
て
何
ら
か
の
交
渉
を
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
、
正
法
寺
に
依
る
三
つ
目
の
活
動
と
し
て
は
日
明
貿
易
に
関
す
る
も

勘
薦
蟻
爾
先
萎
瑚
継
舞
疑
経
麟
錨

隻
事
」
と
し
て
「
天
文
十
年
十
一
月
三
日
狩
野
大
炊
助
被
ノ
仰
二
付
之
司
御
一
通

案
文
在
〆
之
。
隆
漏
．
武
任
・
弘
成
御
裏
封
レ
之
。
前
正
法
寺
慶
喚
至
二
京
都
↓

爲
二
御
使
曾
一
参
上
之
時
被
レ
誹
レ
之
。
天
文
拾
二
之
六
に
至
。
山
口
到
來
了
」
と

見
え
る
。
こ
れ
は
最
後
の
勘
合
船
貿
易
と
な
る
大
内
船
四
隻
に
、
策
彦
周
良

（
正
使
）
や
慈
光
院
寿
文
（
副
使
）
等
の
使
節
が
乗
坐
し
た
天
文
一
六
（
一
五
四
七
）

年
五
月
出
発
の
遣
明
船
に
持
参
さ
せ
る
明
王
朝
へ
の
進
貢
品
の
内
、
金
屏
風
三

双
の
調
達
を
狩
野
大
炊
助
に
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
部
に
あ
る
天
文
十

（一

ﾜ
四
一
）
年
十
一
月
三
日
と
い
う
日
付
は
大
内
氏
奉
行
人
陶
隆
満
（
持
長

か
）
．
相
良
武
任
・
弘
成
等
三
名
が
、
裏
判
を
居
え
た
奉
書
の
案
文
に
記
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
初
め
て
正
法
寺
の
具
体
的
な
僧
侶
の
名
前
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
正
法
寺
慶
喚
は
大
内
氏
の
使
僧
と
し
て
上
洛
し
こ
の
金
屏

風
を
調
製
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
天
文
｝
二
（
一
五
四
三
）
年
六
月
に
山
ロ
へ

運
ば
れ
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
正
法
寺
慶
喚
は
進
貢
物
の
調
達
と
共
に
幕

府
等
へ
の
使
僧
と
し
て
上
洛
し
、
遣
明
船
に
関
わ
る
折
衝
を
行
っ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
小
早
川
家
文
書
所
収
の
正
法
寺
宛
慈
光
院
寿
文
・
平
井
高
数
連
署
状
案

を
見
て
み
よ
う
。

　
　
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
爾
人
江
御
状
旨
、
少
弼
拝
見
被
申
候
、

　
　
　
　
の
…
…
、
　
（
聖
護
院
門
跡
1
1
道
増
力
）
⇔
…

　
　
一
就

　
　
　
　
　
御
下
知
之
儀
、
聖
門
様
、
海
老
備
、
杉
民
江
少
弼
書
状
、
壽
文
罷

　
下
、
則
差
上
申
候
つ
る
、

　
　
　
　
　
㈹
～
…

一
不
及
其
儀
、
御
下
知
計
二
通
被
相
調
、
於
聖
門
様
御
請
取
旨
、
尤
目

　
出
候
、
御
文
言
御
宛
所
等
、
御
案
文
被
差
下
候
、
申
聞
候
、
少
弼
一
段

　
　
　
　
　
　
㈲
～
ー
、
ー
ー
〈
～

　
祀
着
被
申
候
、
貴
寺
御
下
向
庭
二
、
　
聖
門
様
へ
御
返
事
被
申
候
、
可

有
御
披
露
候
、

ω
♪
ー
♪
ー
ー
ー
ー
、
㈱
　
　
　
　
　
　
〉
ー
ー
ー
ー
ー

一
御
下
知
之
儀
、
則
先
以
飛
脚
可
有
御
注
進
旨
、
可
然
候
、
今
度
少
弼
壽

　
文
被
上
、
別
而
申
沙
汰
馳
走
之
旨
、
可
被
仰
下
候
、
　
聖
門
様
御
入
魂

旨
を
も
可
有
御
申
候
、

一
震
州
　
御
新
所
井
諸
奉
公
衆
知
行
方
之
事
、
御
状
旨
申
聞
候
、
尤
候
、

　
魯
ー
ー
ー
～
ー
〉
ー
ー
ー
ー
　
　
㈲
「
　
　
　
　
　
、
～
…
ー
ー
’

幸
貴
寺
可
有
御
下
向
之
由
候
間
、
於
此
方
可
被
申
談
候
、
以
其
旨
又

上
意
江
可
被
申
上
候
、
彌
御
馳
走
肝
要
候
、

劣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
切

一
渡
唐
船
之
儀
、
先
日
從
　
御
本
所
様
被
差
上
候
御
内
書
御
剣
形
御
本
文
、

惟
拝
見
被
申
候
、
能
々
分
別
候
ハ
て
ハ
、
風
と
不
可
有
言
上
、
少
弼
畳

悟
候
、
此
御
到
形
飯
尾
和
州
所
持
之
由
、
先
日
御
物
語
候
つ
る
、
御
所

望
候
て
、
必
々
可
有
御
下
候
、
御
到
形
之
爲
者
到
來
候
へ
共
、
無
實
書

拝
見
候
、
此
御
剣
少
之
問
、
御
沙
汰
候
つ
る
と
相
見
申
候
間
、
御
類
剣

　
　
　
　
　
　
ゆ
♪
〉
ー
ー
」
ぐ
ζ
ー
ー
ー
…

多
ハ
無
之
欺
、
此
段
者
御
下
向
之
時
、
談
合
可
被
申
由
候
間
、
只
今
者

不
能
巨
細
候
、

㈲
’
…
’
ー
～
ー
ー
ー
’
；
ー
ノ
’
ー
ー
～
ー
ー
ー
♪
ー
ー
2
ー
幽
ノ
～
ー
；
〉
～
！

董
貝
寺
御
下
向
、
八
日
九
日
之
由
、
心
得
申
候
、
其
方
次
第
二
候
、
恐
々

謹
言
、

　　

@　

@　

@　

@　

@隔

ﾜ
器
3
．
舞
紳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
五
日
　
　
　
　
　
　
高
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
づ
」
ー
く
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慈
光
院
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
法
寺
ω
’
ー
伝
観
四
　
　
　
壽
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
返
報
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右
の
連
署
状
案
は
正
法
寺
の
京
都
に
於
け
る
交
流
関
係
を
知
る
上
で
も
興
味

深
い
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
当
該
文
書
の
年
次
比
定
で
あ
る
が
、
『
大
日
本
古

文
書
』
（
波
線
㈲
）
で
は
天
文
一
六
（
一
五
四
七
）
年
力
と
し
て
い
る
。
し
か
し
四

条
目
の
出
雲
国
内
に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
御
料
所
や
奉
公
衆
等
の
知
行
方
に

関
す
る
記
述
（
波
線
ω
）
は
、
先
程
正
法
寺
に
依
る
二
つ
目
の
役
割
の
項
に
於
て

指
摘
し
た
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
一
二
（
一
五
四
三
）
年
二
月
二
十
八
日
条
・
同
三

月
二
日
条
・
同
三
月
六
日
条
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、

正
法
寺
の
周
防
国
へ
の
下
向
に
関
し
て
の
記
述
（
波
線
の
・
㈱
・
㈲
・
㈲
）
も

『
鹿
苑
日
録
』
の
同
三
月
二
日
条
に
対
応
し
、
本
書
状
案
の
日
付
（
波
線
⑭
）
が

二
月
五
日
で
あ
っ
て
正
法
寺
の
下
向
が
八
日
若
し
く
は
九
日
で
あ
る
と
し
て
い

る
（
波
線
㈲
）
が
、
こ
れ
も
何
ら
か
の
理
由
で
下
向
が
一
月
遅
れ
て
三
月
に
入
っ

て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
傍
っ
て
、
本
連
署
状
案
は
天
文
一
六
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

で
は
な
く
天
文
一
二
年
の
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
本
書
状
案

は
冒
頭
に
あ
る
様
に
両
人
（
波
線
ω
）
、
つ
ま
り
本
状
の
発
給
者
で
あ
る
平
井
加

賀
守
高
数
（
波
線
⑭
）
と
慈
光
院
寿
文
（
波
線
⑭
）
へ
宛
て
ら
れ
た
正
法
寺
よ
り
の

書
信
の
趣
意
を
近
江
国
の
守
護
佐
々
木
六
角
弾
正
少
弼
定
頼
（
波
線
㈲
）
が
一
見

し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
正
法
寺
（
波
線
㈱
）
へ
の
返
札
（
波

線
㈹
）
と
い
う
性
格
の
文
書
で
あ
る
。
定
頼
の
娘
の
一
人
は
細
川
晴
元
の
室
と

な
っ
て
お
り
、
又
定
頼
は
将
軍
足
利
義
晴
が
近
江
国
に
退
去
し
た
際
に
も
こ
れ

を
支
援
し
て
い
た
。
更
に
定
頼
自
身
に
関
し
て
は
、
家
督
で
あ
っ
た
兄
近
江
守

氏
綱
に
代
わ
り
家
督
に
就
任
す
る
迄
は
相
国
寺
慈
照
院
で
僧
侶
を
し
て
お
り
、

吉
侍
者
と
称
し
て
い
た
。
こ
の
様
に
定
頼
は
幕
府
や
、
若
年
な
が
ら
京
都
禅
林

と
も
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
本
連
署
状
案
の
発
給
者
で
あ
る
平
井
氏
で
あ
る
が
、

佐
々
木
氏
の
一
族
左
衛
門
尉
師
綱
を
祖
と
す
る
平
井
氏
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
師

綱
の
曾
祖
父
高
信
よ
り
派
生
し
た
越
中
・
朽
木
・
永
田
・
平
井
・
能
登
・
横
山
・

田
中
の
諸
氏
を
「
高
島
七
頭
」
と
称
し
、
戦
国
期
を
通
じ
て
近
江
国
湖
西
の
高

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

島
郡
内
に
割
拠
し
て
い
た
。
又
、
慈
光
院
で
あ
る
が
、
小
葉
田
淳
氏
に
依
る
と

「
佐
々
木
氏
の
睨
近
者
で
屡
≧
随
伴
し
て
入
京
し
五
山
曾
徒
と
も
往
來
し
て
ゐ

（
5
4
）

る
」
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
書
状
案
は
六
条
よ
り
成
り
、
先
ず
最
初
の

三
条
は
内
容
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
が
将
軍
家
（
足
利
義
晴
）
よ
り
の
「
御
下

知
」
（
波
線
の
・
㈲
・
q
う
）
に
関
し
て
の
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
］
条
目
で
は
大

内
氏
奉
行
人
の
杉
興
重
（
波
線
⇔
）
等
三
名
に
対
す
る
六
角
定
頼
か
ら
の
書
状
を

慈
光
院
寿
文
が
直
接
夫
々
に
伝
達
し
た
こ
と
を
記
し
、
三
条
目
で
は
正
法
寺
が

即
刻
飛
脚
を
用
い
て
そ
の
件
に
関
し
分
国
へ
注
進
を
行
っ
た
と
し
て
い
る
（
波

線
㈲
）
。
正
法
寺
は
大
内
氏
に
対
し
て
将
軍
家
の
意
向
を
伝
達
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
又
、
四
条
目
で
あ
る
が
波
線
部
0
0
の
如
く
平
井
・
慈
光
院
方
で
相
談
さ

れ
た
こ
と
が
上
意
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
或
は
波
線
部
ω
に
見
え
る
様
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

「
御
析
所
」
と
「
諸
奉
公
衆
知
行
方
」
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
も
、

「
御
析
所
」
（
波
線
ω
）
が
室
町
幕
府
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

（
5
6
）

る
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
五
条
目
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
渡
唐
船

之
儀
」
（
波
線
㈲
）
、
つ
ま
り
遣
明
船
派
遣
に
関
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
な
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
得
る
と
こ
ろ
が
無
い
が
、
御
本
所
様
（
波

線
㈲
）
、
つ
ま
り
大
内
義
隆
よ
り
将
軍
家
発
給
の
御
内
書
の
正
文
を
相
副
え
て

六
角
定
頼
に
何
か
将
軍
家
へ
の
口
添
え
を
依
頼
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
将
軍

家
の
御
判
形
と
そ
の
御
類
判
と
を
巡
っ
て
何
か
問
題
と
な
っ
て
い
る
様
で
あ
り
、

．
小
葉
田
淳
氏
は
正
法
寺
慶
喚
が
大
内
氏
に
対
し
て
持
ち
帰
っ
た
国
書
に
関
連
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
正
法
寺
は
細
川
氏
と
も
縁

戚
関
係
に
あ
っ
た
六
角
氏
や
そ
の
関
係
者
を
媒
介
と
し
て
、
大
内
氏
に
関
わ
る
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日
明
貿
易
や
相
論
等
に
つ
い
て
の
案
件
の
処
理
に
当
た
っ
て
い
た
。

　
さ
て
最
後
に
、
「
妙
智
院
文
書
」
所
収
の
大
内
義
隆
書
状
（
正
法
寺
の
終
見
）

を
見
て
み
よ
う
。

　
　
－
來
春
御
舩
渡
唐
必
定
候
、
早
々
可
令
下
向
給
候
、
於
趣
者
正
法
寺
可
申
候
、

　
　
恐
々
謹
言

　
　
　
　
（
天
文
十
五
年
力
）

　
　
　
　
十
一
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
隆

　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
　
　
妙
智
院
丈
室

　
「
妙
智
院
文
書
」
に
は
入
明
に
関
し
て
大
内
氏
よ
り
妙
智
院
へ
宛
て
ら
れ
た

書
状
が
四
通
あ
る
が
、
当
該
書
状
は
策
彦
周
良
の
再
度
入
明
、
つ
ま
り
天
文
一

六
（
一
五
四
七
）
年
五
月
派
遣
の
遣
明
船
に
関
し
て
の
二
通
の
内
の
一
つ
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
又
正
法
寺
の
初
見
が
現
段
階
で
は
天
文
九
（
一
五
四
〇
）

年
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
來
春
御
舩
渡
唐
」
が
天
文
一
六
年
の

遣
明
船
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
に
っ
い
て
は
触
れ
る
迄
も

無
い
こ
と
で
あ
る
が
、
大
内
義
隆
が
妙
智
院
丈
室
、
つ
ま
り
今
回
の
遣
明
正
使

で
あ
る
策
彦
周
良
に
一
刻
も
早
く
下
向
す
る
様
要
請
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
も
正
法
寺
が
在
京
し
て
い
て
詳
細
に
つ
い
て
は
同
人
が

説
明
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
同
年
〔
天
文
一
五
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

五
四
六
）
年
〕
十
月
二
十
六
日
付
の
妙
智
院
宛
義
隆
書
状
（
天
文
一
六
年
遣
明
船

に
関
す
る
残
り
の
一
通
）
で
も
策
彦
に
対
し
て
年
内
の
下
向
を
要
請
し
て
い
た

が
、
二
十
日
経
過
し
て
も
音
沙
汰
が
無
か
っ
た
為
に
再
度
の
要
請
と
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
月
二
十
六
日
付
の
書
状
で
は
詳
細
に
関
し
て
は
安
房
守
、

つ
ま
り
大
内
氏
奉
行
人
の
陶
持
長
（
隆
満
か
）
が
上
洛
し
て
説
明
す
る
と
記
し
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
策
彦
が
下
向
し
な
か
っ
た
為
に
義
隆
は
雑
掌
僧
の
正
法
寺

を
派
遣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
に
正
法
寺
は
日
明
貿
易
に
関
し
て
は
松
雪

軒
の
如
く
自
ら
遣
明
船
の
土
官
と
な
っ
て
入
明
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
常

に
京
都
に
あ
っ
て
進
貢
品
の
調
達
・
国
書
の
伝
達
・
遣
明
使
節
や
幕
府
と
の
折

衝
等
、
大
内
氏
の
立
場
か
ら
見
て
勘
合
船
派
遣
に
関
す
る
非
常
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
。

　
以
上
見
て
来
た
様
に
、
大
内
雑
掌
と
し
て
の
正
法
寺
自
体
を
現
在
特
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
の
パ
タ
ー
ン
を
見
て
み
る
と
、
先
ず
大
内

氏
の
意
向
を
帯
び
て
上
洛
し
相
論
の
場
に
於
て
同
氏
の
立
場
を
代
弁
し
、
且
つ

同
氏
方
に
有
利
な
状
況
を
構
築
し
て
結
果
的
に
勝
訴
に
持
ち
込
む
と
い
っ
た
政

治
的
交
渉
・
工
作
が
指
摘
で
き
た
。
而
も
本
稿
に
於
て
そ
の
具
体
的
な
事
例
と

し
て
呈
示
し
た
豊
前
国
の
羅
漢
寺
住
持
職
を
巡
る
相
論
の
様
に
、
在
俗
の
雑
掌

で
は
中
々
対
応
し
切
れ
な
い
宗
教
関
係
の
係
争
に
於
て
、
禅
宗
僧
侶
と
し
て
の

そ
の
身
分
や
学
識
を
利
用
し
て
折
衝
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
つ
目
の
活
動
と
し
て
使
者
、
或
は
そ
れ
に
関
連
し
て

文
書
の
取
り
次
ぎ
役
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
文
書
の
伝
進
役
に
つ
い

て
は
、
伝
達
の
み
で
作
成
段
階
に
は
携
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
様
で
あ
っ
た
。
更

に
三
つ
目
の
活
動
と
し
て
日
明
貿
易
に
関
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
た
。
前
述
し

た
松
雪
軒
と
の
大
き
な
相
違
は
正
法
寺
自
身
が
遣
明
船
に
乗
坐
し
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
入
明
に
関
し
て
の
諸
役
は
大
旨
松
雪
軒
の
路
線
の
踏

襲
に
終
わ
っ
て
い
る
。
最
後
に
史
料
上
の
活
動
期
間
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
も

掲
載
し
終
見
と
思
わ
れ
て
い
た
〔
天
文
一
六
（
一
五
四
七
）
年
力
〕
二
月
五
日
付
の

慈
光
院
・
平
井
連
署
状
案
を
天
文
一
二
（
一
五
四
三
）
年
と
比
定
し
た
の
で
、
や

は
り
本
文
中
掲
載
の
〔
天
文
一
五
（
一
五
四
六
）
年
力
〕
十
一
月
十
五
日
付
大
内
義

隆
書
状
を
以
っ
て
終
見
と
し
、
従
っ
て
正
法
寺
の
史
料
上
に
於
け
る
活
動
期
間

は
約
六
年
半
程
と
な
る
。
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③
　
そ
の
他
の
事
例

　
先
ず
『
言
継
卿
記
』
天
文
一
九
（
一
五
五
〇
）
年
十
月
十
三
日
条
に
は
「
大
内

　
（
端
力
）

雑
掌
丹
首
座
等
來
、
及
数
盃
失
正
農
節
宅
、
不
可
読
不
可
読
」
、
同
十
一
月
一

日
条
で
は
「
大
内
難
掌
端
首
座
來
、
（
中
略
）
一
藷
有
之
」
と
記
し
、
大
内
雑
掌

で
あ
る
端
首
座
が
山
科
言
継
の
許
へ
や
っ
て
来
る
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筑
）

『
鹿
苑
日
録
』
天
文
一
九
年
七
月
十
六
日
条
に
も
「
築
紫
之
端
首
座
」
が
鹿
苑

院
主
梅
叔
法
霧
の
許
に
来
臨
す
る
と
い
う
件
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
言
継
の
許
へ

砥
候
し
た
端
首
座
と
同
一
人
物
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
他
『
鹿
苑
日

録
』
に
は
天
文
一
八
（
一
五
四
九
）
年
一
月
十
日
条
と
翌
一
九
年
九
月
三
日
条
に

も
「
端
首
座
」
の
記
載
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
同
一
人
物
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

る
。　

次
に
常
任
の
雑
掌
僧
に
対
し
て
、
臨
時
に
設
置
・
派
遣
さ
れ
た
使
者
僧
で
あ

　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

る
が
、
『
実
隆
公
記
』
享
禄
四
（
一
五
三
一
）
年
後
五
月
十
一
日
条
に
は
「
大
内
使

僧
梅
幅
院
來
、
杉
原
十
帖
・
焼
香
一
包
五
爾
、
持
來
、
封
面
勧
一
蓋
」
、
同
二
十
三

日
条
に
も
「
梅
幅
院
美
濃
昏
十
帖
・
扇
一
本
遣
之
」
と
あ
っ
て
、
大
内
氏
使
僧
の

梅
福
院
が
三
条
西
実
隆
の
許
に
や
っ
て
来
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
梅
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

院
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
細
な
こ
と
が
分
か
ら
な
い
が
、
『
策
彦
和
尚
初
渡
集
』
下

之
下
の
大
明
嘉
靖
二
十
年
〔
日
本
・
天
文
一
〇
（
一
五
四
一
）
年
〕
九
月
十
六
日
条

で
は
「
且
又
預
示
可
賜
岩
國
梅
福
院
之
由
」
と
記
し
、
初
度
の
入
明
よ
り
帰
還

し
た
策
彦
周
良
が
大
内
義
隆
よ
り
岩
国
に
あ
っ
た
梅
福
院
を
与
え
ら
れ
る
こ
と

が
使
者
陶
安
房
守
等
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
。
又
、
翌
十
月
十
一
日
条
に
は
「
領

梅
福
院
御
奉
書
。
陶
安
房
守
・
龍
崎
右
衛
門
尉
書
出
。
今
日
。
桂
侍
老
上
」
と

あ
り
、
こ
の
日
に
周
良
が
御
奉
書
を
伝
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
周

良
が
梅
福
院
に
住
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
牧
田
諦
亮
氏
は
指
摘
さ

れ
て
馳
・
『
鹿
苑
日
録
』
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
＋
一
月
二
＋
吾
条
に
も

「
自
梅
幅
院
書
状
井
胡
椒
十
爾
來
」
と
あ
っ
て
、
梅
福
院
が
鹿
苑
院
主
の
許
に
書

状
と
品
物
と
を
送
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
大
内
氏
使
僧

の
梅
福
院
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
『
言
継
卿
記
』
天
文

一
七
（
一
五
四
八
）
年
六
月
四
日
条
に
「
次
入
江
殿
に
参
、
（
中
略
）
防
州
使
寳
積

院
伯
西
塔
同
被
参
、
官
機
一
端
、
小
食
籠
持
参
、
御
盃
被
下
候
」
と
し
て
、
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
堂
か
）

　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

内
義
隆
の
使
者
宝
積
院
伯
西
塔
が
山
科
言
継
の
出
向
い
て
い
た
入
江
殿
（
三
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

知
恩
院
）
に
砥
候
し
て
い
る
。
又
、
『
満
済
准
后
日
記
』
に
依
れ
ば
、
永
享
三
（
一

四
三
一
）
年
八
月
二
十
七
日
に
は
大
内
新
介
持
盛
と
刑
部
少
輔
持
世
兄
弟
各
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

よ
り
の
書
状
と
各
二
千
疋
と
を
長
福
寺
住
持
の
慈
本
西
堂
が
、
醍
醐
寺
座
主
．

三
宝
院
門
跡
の
満
済
准
后
の
許
へ
持
参
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
大
内
氏
の
在
京

雑
掌
で
あ
る
安
富
氏
が
同
道
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
九
月
三
日
条
で
は
大
内
持

世
・
持
盛
・
中
務
大
輔
の
三
人
に
依
る
、
去
る
六
月
二
十
八
日
に
戦
死
し
た
大

　
も
ワ
み

内
盛
見
の
跡
式
を
巡
る
問
題
に
関
し
、
「
但
大
内
使
者
西
堂
ヲ
召
寄
。
此
事
萬

一
錯
齪
之
儀
モ
ヤ
ト
。
無
心
元
被
思
食
也
。
可
爲
何
様
哉
由
。
内
々
可
相
尋
云

々
」
と
し
て
、
三
人
に
依
る
「
國
配
分
事
」
に
危
惧
の
念
を
抱
い
て
い
た
将
軍
足

利
義
教
の
心
中
を
察
し
た
満
済
、
は
こ
の
日
雑
掌
安
富
氏
と
使
者
西
堂
と
を
招

い
て
談
合
を
行
い
、
現
時
点
で
御
判
を
下
さ
れ
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ

る
と
い
う
結
果
に
至
り
翌
四
日
に
は
満
済
が
そ
の
こ
と
を
室
町
殿
へ
申
し
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
つ

て
い
る
。
更
に
十
月
二
十
七
日
に
は
持
世
・
持
盛
両
人
の
使
者
と
し
て
周
訥
西

堂
が
参
洛
し
て
お
り
、
西
堂
が
雑
掌
安
富
氏
と
共
に
こ
の
日
満
済
の
許
を
訪
れ
、

去
る
二
十
三
日
に
一
色
左
京
大
夫
教
親
の
宿
所
に
於
て
新
介
持
盛
に
対
す
る
長

門
国
以
下
安
堵
御
判
と
共
に
拝
領
し
た
刑
部
少
輔
持
世
の
惣
領
職
御
判
を
、
明

日
雑
掌
安
富
氏
の
子
息
を
以
っ
て
分
国
に
伝
達
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
満
済
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に
報
じ
て
い
る
。
又
、
翌
永
享
四
（
一
四
三
二
）
年
四
月
四
日
条
に
は
「
大
内
雑

掌
安
富
掃
部
参
申
。
自
大
内
刑
部
少
輔
方
。
使
者
曾
班
噌
鴇
同
道
。
一
昨
日
参

洛
云
々
」
と
あ
り
、
大
内
氏
の
在
京
雑
掌
で
あ
っ
た
安
富
掃
部
助
（
定
範
か
）
が

二
日
に
上
洛
し
て
来
た
大
内
刑
部
少
輔
持
世
方
の
使
者
僧
王
書
記
を
同
道
し
、

醍
醐
寺
三
宝
院
門
跡
の
満
済
准
后
の
許
に
参
じ
て
大
内
持
世
・
持
盛
兄
弟
に
依

る
家
督
を
巡
る
争
い
に
関
し
て
、
分
国
の
情
勢
を
報
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
他
、
持
世
に
対
す
る
官
途
の
こ
と
と
没
落
し
た
大
内
新
介
持
盛
の
知
行
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
ま

あ
っ
た
石
見
国
二
万
郡
（
遡
摩
郡
）
・
長
門
国
・
安
芸
国
東
西
条
に
つ
い
て
持
世

方
に
御
判
を
給
わ
り
た
い
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
申
し
出
た
。
次
い
で
同
記
同

七
月
二
十
二
日
条
に
「
自
大
内
修
理
大
夫
方
状
到
來
。
使
者
慈
本
西
堂
也
。
雑

掌
安
富
掃
部
同
道
之
。
三
千
疋
進
之
云
々
」
と
あ
っ
て
、
大
内
修
理
大
夫
持
世

よ
り
満
済
准
后
へ
の
書
状
を
長
福
寺
住
持
の
慈
本
西
堂
が
持
参
し
、
や
は
り
安

富
氏
が
同
道
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
永
享
初
年
に
発
生
し
た
大

内
氏
と
大
友
・
少
弐
・
菊
池
氏
と
の
間
の
争
い
に
対
し
て
奔
走
し
た
諸
僧
の
活

動
に
つ
い
て
略
述
す
る
。
『
満
済
准
后
日
記
』
に
依
れ
ば
永
享
三
（
一
四
三
一
）
年

二
月
二
十
七
日
に
筑
前
国
を
巡
る
大
内
盛
見
と
大
友
持
直
・
少
弐
満
貞
・
菊
池

兼
朝
等
と
の
合
戦
に
関
し
、
幕
府
は
和
睦
を
命
じ
有
雲
和
尚
・
喬
西
堂
の
上
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

二
人
を
選
任
し
た
。
又
同
日
、
大
内
方
よ
り
の
注
進
状
を
慶
円
法
眼
が
三
宝
院

満
済
の
許
へ
持
参
し
て
い
る
。
同
五
月
十
三
日
に
な
る
と
、
大
内
左
京
大
夫
入

道
盛
見
の
使
者
と
し
て
周
訥
西
堂
が
同
十
日
に
共
に
上
洛
し
た
先
の
上
使
二
人

と
共
に
、
満
済
を
訪
問
し
て
早
々
の
上
使
下
向
を
謝
し
前
日
の
同
十
二
日
に
は

将
軍
足
利
義
教
と
も
面
会
し
て
幕
府
の
処
置
に
感
謝
の
意
を
表
明
し
て
い
た
。

同
十
八
日
に
は
、
周
訥
西
堂
が
下
向
す
る
の
に
先
立
ち
満
済
は
大
内
氏
へ
の
返

報
を
彼
に
託
し
て
西
堂
の
参
洛
と
国
の
時
儀
の
報
告
と
を
謝
し
、
三
宝
院
よ
り

大
内
氏
へ
の
使
者
派
遣
の
こ
と
を
西
堂
に
申
し
入
れ
た
が
、
西
堂
は
こ
れ
を
固

辞
し
た
。
さ
て
こ
の
他
、
名
前
は
分
か
ら
な
い
が
『
実
隆
公
記
』
享
禄
二
（
一

五
二
九
）
年
正
月
二
十
一
日
条
で
は
大
内
雑
掌
僧
が
三
条
西
実
隆
の
許
を
訪
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

て
い
る
し
、
又
宗
教
界
に
関
し
て
は
、
『
謹
如
上
人
日
記
』
天
文
五
（
一
五
三

六
）
年
十
二
月
二
十
四
日
条
で
大
内
氏
の
使
僧
が
本
願
寺
第
十
世
の
謹
如
上
人

の
許
に
至
り
、
大
内
氏
よ
り
の
書
状
等
を
伝
え
た
上
で
次
回
の
遣
明
船
に
積
込

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
の
う

む
明
国
へ
の
進
貢
物
の
内
、
瑞
璃
を
所
望
し
て
い
る
。

　
こ
の
様
に
使
者
僧
の
所
見
を
見
る
と
、
活
動
期
間
も
一
年
以
下
の
も
の
が
殆

ど
で
あ
る
。
そ
の
特
微
と
し
て
は
、
儀
礼
的
な
派
遣
や
紛
争
に
関
し
て
派
遣
さ

れ
る
場
合
が
多
く
、
特
に
後
者
に
於
て
は
上
洛
し
た
使
者
僧
と
在
京
雑
掌
と
が

連
携
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
、
問
題
解
決
に
向
け
て
の
大
内

氏
・
室
町
幕
府
双
方
よ
り
の
要
請
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
本
稿
で
は
大
内
氏
の
雑
掌
僧
の
中
に
あ
っ
て
、
夫
々
前
期
・
後
期
を
代

表
す
る
二
つ
の
事
例
を
中
心
と
し
て
検
証
を
試
み
た
。
見
て
来
た
如
く
、
松
雪

軒
・
正
法
寺
共
に
大
内
雑
掌
と
し
て
の
そ
の
活
動
内
容
に
は
指
し
た
る
相
違
は

存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
様
に
当
該
期
に
於
け
る
地
方

政
権
の
「
公
儀
制
」
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
こ
の
二
例
に
見
ら
れ
た
水

面
下
で
の
様
々
な
折
衝
、
そ
う
し
た
地
味
に
さ
え
見
え
る
彼
ら
の
行
動
は
実
は

分
国
と
中
央
の
政
権
と
を
直
結
す
る
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
は
国

法
的
秩
序
や
主
従
制
の
確
立
、
経
済
・
商
業
・
交
通
の
統
制
と
い
っ
た
大
名
権

力
の
「
公
儀
化
」
を
達
成
す
る
種
々
の
構
成
要
因
の
一
つ
に
加
え
得
る
程
の
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
室
町
幕
府
が
そ
の
支
配
力
を
弱
体
化
さ
せ



地
域
政
権
化
す
る
契
機
と
も
な
っ
た
応
仁
・
文
明
の
内
乱
期
以
降
に
於
て
さ
え
、

前
記
地
方
政
権
に
と
っ
て
旧
全
国
政
権
と
し
て
の
朝
廷
や
幕
府
の
認
証
を
全
く

　
　
　
　
（
6
9
）

受
け
な
い
で
（
存
在
否
定
無
し
に
）
分
国
内
外
に
対
し
て
自
ら
の
支
配
の
正
当
性

を
論
理
的
に
説
明
し
、
支
配
権
力
に
対
す
る
超
然
的
な
権
威
を
確
立
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

は
非
常
に
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
当
該
期

に
於
け
る
そ
れ
ら
地
方
政
権
の
非
常
に
多
く
が
結
び
付
き
の
強
弱
こ
そ
あ
れ
、

今
回
取
り
上
げ
た
大
内
氏
の
雑
掌
僧
に
見
ら
れ
た
様
に
京
都
“
中
央
政
庁
と
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

ら
か
の
回
線
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、

今
回
触
れ
な
か
っ
た
分
を
も
含
め
て
大
内
氏
雑
掌
僧
（
使
者
僧
を
も
含
む
・
名

称
の
分
か
る
も
の
の
み
）
の
活
動
期
間
表
を
載
せ
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
く
。

大
内
氏
関
係
雑
掌
僧
略
年
表

。王

書
記

慈
本
西
堂

O
I
O

周
訥
西
堂

O

　　　（東周興文）

　　1興文蔵主

下・座

1秀撫

大内氏の対京都政策17

梅
福
院

O
－
0

？丁奢琶

一座

宝
積
院

O

一
松

雪

1431）

1432）

1464）

1468）

1479）

1481）

1486）？

1488）

1497）

1531）

1537）

1540）

1546）

1547）？

1548）

1549）

1550）

牛
1

永享3
永享4

寛正5

成化4
（応仁2

　
こ
の
表
を
見
る
と
永
享
四
年
～
寛
正
五
年
、
明
応
六
年
～
天
文
九
年
の
間
、

継
続
的
な
雑
掌
僧
の
所
見
が
無
い
。
前
者
に
於
て
は
安
富
氏
・
吉
田
氏
・
内
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

氏
等
の
在
俗
の
在
京
雑
掌
・
被
官
人
が
活
発
に
活
動
を
し
て
い
た
の
で
特
に
問

題
と
す
る
こ
と
は
無
い
が
、
後
者
に
関
し
て
は
本
文
中
で
も
述
べ
た
が
、
大
内

文明1
文明1

文明18
長享2

　
　
　
　
ロ

応
禄

明
享

　
　
　
5
6
7
8
9

　
　
リ

　
　
　
ユ
　
ユ
　
エ
　
　
　
エ

文
文
　
　
文
文
文
文
文

天
天
　
　
天
天
天
天
天

　
　
　
　
　
（
・
は
使
老
僧
）

氏
の
雑
掌
僧
に
は
そ
の
活
動
の
特
徴
と
し
て
日
明
貿
易
に
関
す
る
も
の
が
あ
っ

た
。
こ
の
四
十
三
年
の
空
白
期
間
内
に
於
て
も
大
内
氏
は
永
正
七
（
一
五
一
〇
）

年
～
天
文
八
（
一
五
三
九
）
年
に
か
け
て
三
回
遣
明
船
を
派
遣
し
て
い
た
が
、
禅

僧
の
行
っ
て
い
た
そ
の
為
の
事
務
折
衝
を
誰
が
担
当
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
こ
の
期
間
内
に
関
し
て
言
え
ぽ
、
使
僧
梅
福
院
の
記
事
は
あ
る

も
の
の
在
俗
の
雑
掌
の
所
見
も
少
な
く
現
段
階
で
推
量
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

が
、
或
は
秀
文
首
座
や
正
法
寺
が
そ
の
期
間
を
も
カ
バ
ー
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
今
後
解
明
を
試
み
よ
う
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
註

（
1
）
　
『
新
訂
老
松
堂
日
本
行
録
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
参
考
附
録
。
猶
、
田
中
健
夫

　
氏
「
『
海
東
諸
国
紀
』
の
日
本
・
琉
球
図
1
そ
の
東
南
ア
ジ
ア
史
的
意
義
と
南
波
本
の
紹

　
介
1
」
（
『
海
事
史
研
究
』
第
四
五
号
所
収
）
参
照
。

圖之國本本・日（
2
）
　
最
近
に
於
て
富
田
正
弘
氏
は
、
足
利
義
満
代
に
於
け
る
強
力
な
守
護
体
制
を
背
景
と

　
し
て
の
、
治
天
の
有
す
る
国
家
権
能
の
室
町
殿
に
依
る
包
摂
を
以
っ
て
室
町
殿
の
王
権
が

　
確
立
さ
れ
た
と
す
る
佐
藤
進
一
氏
等
の
所
論
に
関
し
て
、
室
町
殿
は
明
徳
四
（
一
三
九
三
）

　
年
の
後
円
融
院
政
の
終
了
を
契
機
と
し
て
本
当
の
意
味
で
の
王
権
を
獲
得
し
た
も
の
で
あ

　
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
同
氏
「
室
町
殿
と
天
皇
」
（
『
日
本
史
研
究
』
第
三
一
九
号
所
収
）
〕
。

（
3
）
　
ジ
ョ
ン
・
W
・
ホ
ー
ル
氏
『
日
本
の
歴
史
ー
㊤
』
（
講
談
社
現
代
新
書
）
ー
領
国
大
名

　
は
ど
ん
な
統
治
を
し
た
か
ー
参
照
。

（
4
）
　
近
世
幕
藩
体
制
下
に
於
て
も
、
大
名
諸
家
は
常
時
在
江
戸
の
外
交
担
当
官
を
設
置
し

　
て
い
た
。
［
般
に
「
留
守
居
役
」
と
称
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
情
報
交
換
の
組
織

　
と
し
て
「
留
守
居
組
合
」
を
結
成
し
て
い
た
。
こ
の
様
な
外
交
担
当
者
の
横
の
つ
な
が
り

　
は
、
室
町
・
戦
国
期
に
於
て
も
京
都
禅
林
等
を
中
心
と
し
て
存
在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

　
れ
る
〔
拙
稿
「
上
杉
氏
在
京
雑
掌
神
余
氏
を
巡
る
問
題
」
（
『
戦
国
史
研
究
』
第
一
七
号
所

　
収
）
参
照
〕
。
猶
、
笠
谷
和
比
古
氏
は
近
世
大
名
の
留
守
居
組
合
を
制
度
史
の
観
点
よ
り
整

　
理
し
、
そ
の
機
能
と
し
て
先
例
・
旧
格
の
照
会
、
一
般
的
情
報
の
交
換
、
幕
令
の
解
釈
・

　
協
議
の
三
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
「
大
名
留
守
居
組
合
の
制
度
史
的
考
察
」
（
『
史
林
』
第

　
六
五
巻
、
第
五
口
万
所
収
）
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
ね
　
だ

（
5
）
　
個
別
的
な
研
究
と
し
て
、
関
東
管
領
上
杉
氏
の
雑
掌
で
あ
っ
た
判
門
田
氏
に
関
し
て

　
湯
山
学
氏
「
山
内
上
杉
氏
の
在
京
代
官
判
門
田
氏
」
（
『
武
蔵
野
』
通
巻
三
〇
九
号
所
収
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
ね
　
だ

竹
田
和
夫
氏
「
上
杉
家
雑
掌
判
門
田
氏
に
つ
い
て
」
（
『
両
越
地
域
史
研
究
』
創
刊
号
所

収
）
等
が
発
表
さ
れ
、
在
京
雑
掌
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
の
深
化
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ

　
る
。

（
6
）
　
大
内
氏
の
雑
掌
に
つ
い
て
概
観
し
た
拙
稿
「
戦
国
大
名
家
在
京
雑
掌
を
巡
っ
て
ー
大

内
氏
の
場
合
1
」
（
『
駒
沢
史
学
』
第
三
九
・
四
〇
号
所
収
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
）
　
『
増
補
綾
史
料
大
成
』
第
二
十
一
～
二
十
五
巻
（
臨
川
書
店
）
。

（
8
）
　
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
七
十
一
巻
・
史
伝
部
十
（
講
談
社
）
、
牧
田
諦
亮
氏
編
『
策
彦

　
入
明
記
の
研
究
』
（
上
）
（
法
藏
館
）
、
湯
谷
稔
氏
『
日
明
勘
合
貿
易
史
料
』
（
国
書
刊
行
会
）

所
収
。

（
9
）
　
『
日
明
勘
合
貿
易
史
料
』
所
収
の
「
日
明
勘
合
貿
易
年
表
」
参
照
。

　
　
　
ど
か
ん

（
1
0
）
　
土
官
と
は
正
使
・
副
使
の
下
に
あ
っ
て
遣
明
船
経
営
者
の
代
理
と
な
る
も
の
で
あ
っ

　
て
、
原
則
と
し
て
は
俗
人
を
当
て
た
様
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
僧
侶
が
選
ば
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
又
、
そ
の
任
命
権
は
遣
明
船
経
営
者
が
握
っ
て
い
た
。

（
1
1
）
　
『
信
濃
史
料
』
第
七
～
九
巻
（
信
濃
史
料
刊
行
會
）
参
照
。
伯
元
清
禅
の
法
嗣
天
与
清

　
啓
は
、
伊
那
の
知
久
氏
の
出
身
で
、
こ
れ
よ
り
先
、
宝
徳
三
（
一
四
五
一
）
年
～
享
徳
三
（
一

　
四
五
四
）
年
に
か
け
て
も
入
明
し
て
い
る
。
帰
国
後
、
康
正
元
（
一
四
五
五
）
年
に
は
十
刹
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で
あ
っ
た
信
濃
国
伊
那
郡
の
臨
済
宗
畳
秀
山
開
善
寺
住
持
と
な
り
、
寛
正
元
（
一
四
六
〇
）

　
年
八
月
に
建
仁
寺
の
第
百
九
十
一
世
の
住
持
に
就
任
し
た
。
晩
年
は
、
知
久
氏
創
建
の
法

　
全
寺
に
住
し
た
と
い
う
。
猶
、
『
長
野
県
史
』
通
史
編
・
第
三
巻
・
申
世
二
（
長
野
県
）
五

　
二
〇
～
五
二
七
頁
参
照
。

（
1
2
）
　
昭
和
一
六
年
、
刀
江
書
院
発
行
。

（
1
3
）
　
『
戊
子
入
明
記
』
所
収
。
猶
、
「
禮
部
」
と
は
尚
書
省
の
六
部
の
一
つ
で
礼
儀
・
祭
祀

等
を
司
る
。

（
1
4
）
　
『
大
日
本
古
記
録
』
（
岩
波
書
店
）
。

（
1
5
＞
　
『
増
補
紐
史
料
大
成
』
第
十
～
十
二
巻
。

（
1
6
）
　
富
田
正
弘
氏
は
、
足
利
義
満
が
日
明
貿
易
に
於
て
日
本
国
王
と
し
て
明
国
皇
帝
の
冊

封
体
制
に
取
り
込
ま
れ
た
の
は
、
公
家
・
武
家
・
法
界
に
対
す
る
諸
支
配
権
を
統
合
し
た

　
室
町
殿
に
、
日
本
の
天
皇
以
上
の
も
の
か
ら
の
権
威
付
け
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

　
と
し
、
更
に
天
皇
の
非
権
力
的
な
国
家
権
能
を
明
国
皇
帝
の
権
威
に
依
っ
て
相
対
的
に
減

　
殺
す
る
為
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
前
掲
論
文
）
。

（
1
7
）
　
『
戊
子
入
明
記
』
に
依
れ
ぽ
、
「
御
馬
」
は
京
極
氏
の
他
、
三
職
で
各
々
一
疋
、
山
名

　
氏
二
疋
、
一
色
氏
・
土
岐
氏
・
細
川
氏
・
六
角
氏
・
畠
山
氏
が
夫
々
一
疋
を
献
納
し
て
い

　
る
。

（
1
8
）
　
田
中
健
夫
氏
「
勘
合
符
・
勘
合
印
・
勘
合
貿
易
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
三
九
二
号
所

　
収
）
に
依
れ
ば
、
「
勘
合
」
に
記
入
す
る
事
柄
と
し
て
、
使
節
の
人
名
、
同
乗
し
て
い
る
商

　
客
の
人
名
、
進
貢
物
件
数
、
乗
船
者
の
附
搭
物
件
、
客
商
の
貨
物
、
船
舶
の
数
、
船
内
の

　
人
口
数
等
を
指
摘
さ
れ
（
『
戊
子
入
明
記
』
に
依
る
）
、
以
上
の
項
目
は
料
紙
の
印
影
の
あ

　
る
部
分
の
裂
を
返
し
て
記
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
『
長
野
県
史
』
通
史
編
・
第
三
巻
・
中
世
二
、
一
四
九
～
一
五
〇
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
な
ぞ
ま

（
2
0
）
　
『
長
野
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
二
〇
巻
（
平
凡
社
）
に
依
れ
ば
、
船
山
郷

　
　
　
　
こ
う
し
よ
く

　
は
現
在
の
更
埴
市
の
南
部
、
千
曲
川
右
岸
の
一
帯
で
あ
る
と
し
、
軍
略
上
の
要
地
で
あ
っ

　
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
「
竹
原
小
早
川
家
系
圖
」
〔
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
一
・
小
早
川
家
文
書
之

　
二
（
東
京
帝
國
大
學
）
所
収
〕
参
照
。

（
2
2
）
　
『
日
本
佛
教
史
』
第
四
巻
・
中
世
篇
之
三
（
岩
波
書
店
）
、
三
九
〇
～
三
九
八
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
拙
稿
〔
註
（
6
）
〕
二
三
一
～
二
三
一
二
頁
（
大
内
氏
在
京
雑
掌
等
主
要
所
見
表
）
参
照
。

（
2
4
）
　
『
鹿
苑
日
録
』
（
『
日
用
三
昧
』
）
天
文
九
（
一
五
四
〇
）
年
四
月
二
日
条
で
は
、
大
徳
寺

龍
福
院
の
梵
書
記
が
勅
願
所
に
関
す
る
大
内
氏
よ
り
の
書
状
を
鹿
苑
院
主
梅
叔
法
森
の
許

　
へ
持
参
し
、
同
五
日
条
で
は
院
主
法
霧
が
申
状
を
副
え
て
蔭
涼
軒
へ
送
達
し
て
、
同
軒
が

　
披
露
を
し
て
い
る
。
二
日
条
で
は
更
に
玉
堂
徒
弟
の
龍
谷
和
筒
が
上
洛
し
た
と
あ
り
、
勅

　
願
所
と
い
う
特
殊
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
雑
掌
僧
に
依
る
大
内
氏
よ
り
京
都
へ
の
文
書
の

　
伝
達
に
関
し
て
、
大
内
氏
↓
大
内
氏
使
僧
↓
大
徳
寺
↓
鹿
苑
院
↓
蔭
涼
軒
↓
披
露
、
と
い

　
う
一
つ
の
ル
ー
ト
が
見
出
せ
る
。

（
2
5
）
　
蔭
木
英
雄
氏
は
、
既
に
五
山
に
属
さ
な
い
大
徳
寺
の
僧
侶
が
関
東
使
節
に
任
命
さ
れ

　
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
の
関
東
使
節
と
は
幕
府
よ
り
派
遣
さ
れ
る
諸
州

　
使
節
を
指
す
も
の
で
は
な
く
「
関
東
よ
り
の
使
節
」
の
こ
と
で
あ
り
、
又
大
徳
寺
に
つ
い

　
て
も
京
都
の
大
徳
寺
で
は
な
く
、
関
東
の
大
徳
寺
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
ら
れ

　
て
い
る
〔
『
蔭
涼
軒
日
録
　
室
町
禅
林
と
そ
の
周
辺
』
（
そ
し
え
て
）
一
六
八
～
一
七
〇
頁
〕
。

（
2
6
）
　
号
は
不
二
道
人
。
臨
済
宗
聖
一
派
で
璽
源
性
淡
の
嗣
。
東
福
寺
内
に
不
二
庵
を
構
え
、

　
室
町
将
軍
の
足
利
義
持
も
帰
依
し
た
。
更
に
大
内
義
弘
は
山
口
の
長
寿
寺
に
招
い
て
い
る
。

　
応
永
三
十
一
（
一
四
二
四
）
年
二
月
三
日
寂
す
。

　
　
　
し
や
け
ん
（
し
よ
け
ん
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
）

（
2
7
）
　
『
蕪
軒
目
録
』
（
『
大
日
本
古
記
録
』
）
文
明
一
八
（
一
四
八
六
）
年
九
月
二
日
条
に
は
「
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
景
隆
）
　
　
ー
ー
～
　
　
　
　
　
帰
虜
〕

　
西
至
、
大
明
之
新
話
件
≧
、
室
谷
致
中
有
接
日
本
全
呆
、
字
且
以
別
号
松
泉
、
二
人
間
誉

　
　
　
　
　
　
（
日
本
人
云
ミ
ノ
十
一
字
前
住
ノ
ア
ト
ニ
績
ク
カ
）
　
〔
賞
力
〕

　
三
十
丁
許
、
室
谷
虎
丘
寺
之
前
住
、
出
其
聲
像
、
以
示
之
、
又
責
其
衆
云
≧
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
r
日
本
人
入
彼
寺
之
時
、
難
不
求
、

　
金
子
西
〔
明
国
人
で
あ
っ
た
東
山
天
潤
庵
の
宗
悦
書
記
、
文
明
一
五
（
一
四
入
三
）
年
に
遣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
こ
う
だ
い
し
ゆ
く

　
明
船
に
乗
船
し
て
入
明
し
て
い
る
〕
が
季
弘
大
叔
と
明
の
こ
と
に
つ
い
て
談
話
を
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
う
こ
く

　
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
明
の
祖
庭
景
隆
に
依
る
空
谷
集
（
三
〇
巻
）
の
中
に
「
日
本

　
全
呆
」
の
名
が
あ
り
、
松
泉
（
雪
）
と
号
し
て
い
た
と
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の

　
空
谷
集
は
そ
の
所
在
が
分
か
っ
て
い
な
い
上
、
景
隆
自
身
の
没
年
も
確
定
し
て
い
な
い

　
｛
誕
生
は
＝
二
九
二
年
で
正
統
八
年
〔
日
本
・
嘉
吉
三
（
一
四
四
三
）
年
〕
に
は
五
十
二
才
、
で

　
あ
っ
た
と
い
う
｝
の
で
成
立
の
時
期
等
は
不
明
で
あ
る
が
、
松
雪
軒
の
明
国
に
於
け
る
活
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動
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
猶
、
『
新
版
　
輝
學
大
僻
典
』
（
大
修
館
書
店
）
の

　
　
　
　
　
く
き
ゆ
う

　
「
空
谷
」
・
「
虎
邸
（
丘
）
」
の
項
参
照
。

（
2
8
）
　
季
弘
大
叔
は
文
明
一
六
（
一
四
八
四
）
年
五
月
に
南
禅
寺
の
公
帖
を
受
け
た
が
、
病
気

　
の
為
に
上
洛
を
果
た
せ
な
い
で
い
た
。

（
2
9
）
　
『
新
撰
京
都
叢
書
』
（
臨
川
書
店
）
等
参
照
。

（
3
0
）
　
『
扶
桑
五
山
記
』
（
臨
川
書
店
）
一
〇
六
・
二
〇
三
頁
参
照
。

（
3
1
）
　
『
山
口
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
　
第
三
六
巻
に
依
れ
ば
、
旧
周
防
国
内
に

　
は
①
曹
洞
宗
三
宝
山
正
法
院
（
大
和
町
大
字
岩
田
）
、
②
曹
洞
宗
仁
明
山
正
法
寺
（
現
在
は

　
曹
洞
宗
仁
楽
山
源
久
寺
に
合
併
さ
れ
て
い
る
・
山
口
市
大
字
仁
保
下
郷
）
、
③
浄
土
真
宗

　
岩
滝
山
正
法
寺
（
山
口
市
大
字
佐
山
）
の
三
ケ
寺
が
存
在
し
て
い
る
。
又
、
大
内
政
弘
は
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
さ

　
明
一
一
（
｝
四
七
九
）
年
十
二
月
二
十
日
付
で
治
部
卿
圓
意
に
対
し
て
長
門
国
厚
狭
郡
に
あ

　
っ
た
真
言
宗
御
室
派
松
岳
山
正
法
寺
の
別
当
職
と
寺
領
と
を
安
堵
し
た
が
〔
『
大
日
本
史

　
料
』
第
八
編
之
十
一
（
東
京
帝
國
大
學
）
八
四
五
頁
〕
、
後
述
す
る
様
に
、
大
内
雑
掌
正
法

　
寺
は
日
明
貿
易
に
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
禅
宗
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
2
）
　
『
本
朝
高
曾
傳
』
巻
第
三
十
八
（
『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
六
十
三
巻
・
史
伝
部
二
所

　
収
）
所
収
。

（
3
3
）
　
『
延
賓
傳
燈
録
』
巻
第
十
七
（
『
大
日
本
佛
敏
全
書
』
第
六
十
九
巻
・
史
伝
部
八
所
収
）

　
所
収
。

　
　
　
　
　
　
し
も
げ
　

ほ
ん
や
ぱ
け
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ん

（
3
4
）
　
大
分
県
下
毛
郡
本
耶
馬
渓
町
跡
田
に
現
存
し
て
い
る
薄
洞
宗
の
寺
院
。
円
箭
昭
覚
が

　
開
創
し
、
足
利
尊
氏
を
開
基
と
す
る
。
戦
国
期
に
至
る
迄
は
臨
済
宗
で
あ
っ
た
が
、
慶
長

　
五
（
一
六
〇
〇
）
年
に
曹
洞
宗
へ
改
宗
さ
れ
た
。

（
3
5
）
　
『
増
補
績
史
料
大
成
』
第
十
五
～
十
七
巻

（
3
6
）
『
武
政
軌
範
』
引
付
内
談
篇
〔
『
中
世
法
制
史
料
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
）
所
収
〕
に
依

　
れ
ぽ
、
そ
の
式
日
は
「
二
日
、
七
日
、
十
二
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
、
廿
七
日
」
と
あ
り
、

　
又
永
正
七
（
一
五
一
〇
）
年
十
月
二
十
日
付
の
室
町
幕
府
追
加
法
三
六
五
「
右
筆
方
意
見
條

　
々
」
（
同
書
所
収
）
で
は
そ
の
式
日
を
「
毎
月
＋
日
　
廿
日
　
晦
日
三
ケ
度
」
と
し
て
い
る
。

　
更
に
「
室
町
家
御
内
書
案
上
制
札
下
文
」
六
四
二
頁
〔
『
繭
史
籍
集
覧
』
第
二
十
七
冊
（
す
み

　
や
書
房
）
所
収
〕
に
は
、
「
意
見
事
於
公
人
奉
行
亭
在
之
毎
月
十
日
廿
日
晦
日
三
ケ
度
也
」

　
と
あ
る
。

（
3
7
）
　
『
文
安
年
中
御
番
帳
』
〔
『
群
書
類
従
』
第
二
十
九
輯
・
雑
部
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）

　
所
収
〕
に
依
れ
ぽ
、
摂
津
氏
は
「
評
定
衆
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
又
、
『
永
享
以
來

　
御
番
帳
』
・
『
永
緑
六
年
諸
役
人
附
』
（
何
れ
も
同
書
所
収
）
に
は
「
外
様
衆
」
と
し
て
記
さ

　
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
摂
津
氏
は
地
方
頭
人
・
神
宮
頭
人
等
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
た
。

（
3
8
）
　
以
上
、
「
奉
行
衆
」
・
「
内
談
衆
」
に
関
し
て
は
、
『
披
露
事
記
録
　
天
文
八
年
』
〔
『
室

　
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
・
日
本
史
料
選
書
⑳
（
近
藤
出
版
社
）
所
収
〕
参
照
。

（
3
9
）
『
伺
事
記
録
』
（
『
増
補
綬
史
料
大
成
』
第
十
四
巻
所
収
）
所
収
。
猶
、
『
室
町
幕
府
引

　
付
史
料
集
成
』
上
巻
に
も
載
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
0
）
　
笠
松
宏
至
氏
は
、
将
軍
が
奉
行
人
の
意
見
状
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
無
く
自
分
自
身
の

　
判
断
に
依
っ
て
裁
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
す
る
石
井
良
助
氏
の
所
論
に
対
し
、
意

　
見
状
が
将
軍
の
自
由
な
裁
断
を
規
制
し
、
束
縛
す
る
強
い
拘
束
力
を
持
っ
た
結
果
と
し
て

　
「
意
見
状
の
結
果
閥
判
決
」
と
い
う
審
態
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
〔
笠

　
松
氏
『
日
本
中
世
法
史
論
』
第
四
章
・
室
町
幕
府
訴
訟
制
度
「
意
見
」
の
考
察
（
東
京
大

　
学
出
版
会
）
〕
。

（
4
1
）
　
國
書
刊
行
會
発
行
。

（
4
2
）
　
続
群
書
類
従
完
成
会
発
行
。

（
4
3
）
　
小
葉
田
淳
氏
・
牧
国
諦
亮
氏
共
に
、
正
法
寺
慶
喚
が
宇
賀
荘
代
官
職
を
所
望
し
て
そ

　
の
斡
旋
を
鹿
苑
院
へ
依
頼
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
（
小
葉
田
氏
前
掲
書
一
七
七
～
一
七
九

　
頁
。
牧
田
氏
前
掲
書
下
巻
八
一
頁
）
、
そ
れ
よ
り
は
寧
ろ
代
官
職
を
所
望
し
た
の
は
大
館

　
氏
側
で
あ
っ
て
、
或
は
正
法
寺
を
在
地
の
代
官
に
補
任
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ

　
な
い
。

（
4
4
）
　
応
永
三
十
四
（
一
四
二
七
）
年
に
将
軍
足
利
義
持
の
夫
人
竹
庭
悟
公
尼
に
依
り
開
創
さ

　
れ
た
。

（
4
5
）
　
『
鹿
苑
日
録
』
の
中
で
は
、
正
法
寺
が
「
大
内
雑
掌
」
と
は
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。

（
4
6
）
　
了
庵
桂
悟
の
開
山
。
宗
派
等
は
不
明
で
、
後
に
廃
絶
し
た
。
現
在
、
山
口
市
大
字
中

　
尾
に
寺
跡
が
あ
る
。

（
4
7
）
　
後
に
勝
音
寺
、
近
世
に
は
大
通
院
と
改
称
。
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（
4
8
）
　
廉
叔
承
泉
は
、
汝
雪
法
叔
（
雲
興
軒
）
死
去
〔
天
文
一
一
（
一
五
四
二
）
年
十
一
月
二
十

　
八
日
頃
か
〕
後
、
相
国
寺
住
持
に
戻
っ
た
の
か
、
或
は
空
谷
明
応
（
仏
日
常
光
国
師
）
開
創

　
の
常
徳
院
へ
退
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
4
9
）
　
大
内
氏
の
場
合
、
安
富
氏
の
様
な
在
京
雑
掌
が
分
国
よ
り
上
洛
し
て
来
る
使
者
．
使

僧
等
と
同
道
し
て
対
京
都
交
渉
を
行
う
と
い
う
事
例
が
散
見
す
る
。
註
（
6
）
参
照
。

（
5
0
）
　
『
大
日
本
佛
敏
全
書
』
第
七
十
一
巻
・
史
伝
部
十
所
収
。

（
5
1
）
「
小
早
川
家
文
書
之
｝
」
一
五
〇
号
（
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
一
所
収
）
。

（
5
2
）
　
小
葉
田
淳
氏
も
前
掲
書
に
於
て
本
連
署
状
案
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
天
文
一
二
（
一
五

　
四
三
）
年
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
同
書
一
七
八
～
一
八
〇
頁
参
照
。

（
5
3
）
　
『
滋
賀
縣
史
』
第
二
巻
・
上
代
ー
中
世
（
滋
賀
縣
）
三
九
〇
～
三
九
一
頁
参
照
。

（
5
4
）
　
小
葉
田
淳
氏
前
掲
書
一
七
八
頁
。

（
5
5
）
　
森
末
由
美
子
氏
は
、
室
町
幕
府
御
料
所
の
具
体
的
支
配
に
於
て
は
、
代
官
と
し
て
多

　
く
は
奉
公
衆
が
任
命
さ
れ
た
と
し
、
更
に
奉
公
衆
が
在
京
を
旨
と
し
た
為
に
在
地
に
於
て

　
も
代
官
を
補
任
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
室
町
幕
府
御
料
所
に

　
関
す
る
一
考
察
ー
そ
の
経
営
実
態
を
中
心
と
し
て
ー
」
〔
『
室
町
政
権
』
論
集
日
本
歴
史
5

　
（
有
精
堂
出
版
）
所
収
、
初
出
は
『
史
艸
』
一
二
号
〕
）
。

（
5
6
）
　
小
葉
田
淳
氏
も
字
賀
荘
を
「
或
は
幕
府
料
所
と
見
る
べ
き
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

　
い
る
。
同
氏
前
掲
書
一
七
九
頁
。

（
5
7
）
　
小
葉
田
淳
氏
前
掲
書
一
七
九
頁
。

（
5
8
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
妙
智
院
文
書
　
乾
」
所
収
。
又
、
『
日
明
勘

　
合
貿
易
史
料
』
五
四
五
頁
。

（
5
9
）
　
牧
田
諦
亮
氏
前
掲
書
下
巻
二
三
～
二
四
・
八
一
頁
参
照
。

（
6
0
）
　
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
「
妙
智
院
文
書
　
乾
」
所
収
。
又
、
『
日
明
勘

　
合
貿
易
史
料
』
五
四
四
頁
。

（
6
1
）
　
続
群
書
類
従
完
成
会
発
行
。

（
6
2
）
　
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
（
上
）
所
収
。

（
6
3
）
　
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
（
下
）
七
六
～
七
七
頁
。

（
6
4
）
　
『
山
口
県
の
地
名
』
日
本
歴
史
地
名
大
系
、
第
三
六
巻
に
依
れ
ば
、
旧
周
防
国
内
に

　
　
　
　
　
ほ
う
し
や
く

　
は
①
蓬
莱
山
宝
積
院
（
宝
珠
山
如
意
寺
と
合
併
し
宝
珠
山
如
法
寺
と
な
る
・
光
市
大
字
室

積
村
）
、
②
曹
洞
宗
如
意
山
宝
積
寺
（
防
府
市
大
字
久
兼
）
の
ニ
ケ
寺
が
存
在
し
て
い
る
。

（
6
5
）
　
続
群
書
類
従
完
成
会
発
行
。

（
6
6
）
　
嘉
暦
二
（
二
二
二
七
）
年
に
虚
篭
玄
寂
に
依
り
開
創
さ
れ
た
、
当
時
臨
済
宗
の
長
福
寺

　
（
現
在
の
功
山
寺
・
下
関
市
大
字
豊
浦
村
）
か
。

（
6
7
）
　
慶
円
法
眼
は
同
記
同
年
七
月
五
日
条
に
於
て
も
、
大
内
盛
見
（
同
六
月
二
十
八
日
に

　
筑
前
国
深
江
で
切
腹
）
よ
り
の
九
州
安
楽
寺
神
輿
造
替
え
に
関
す
る
書
状
を
将
軍
義
教
へ

披
露
し
て
い
る
。

（
6
8
）
　
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
上
巻
（
清
文
堂
出
版
）

（
6
9
）
　
当
該
期
に
於
て
、
官
位
・
官
職
・
守
護
職
等
を
全
く
持
た
な
い
大
名
レ
ベ
ル
の
封
建

　
領
主
が
、
殆
ど
存
在
し
な
か
っ
た
理
由
を
提
起
し
て
お
く
。

（
7
0
）
　
富
田
正
弘
氏
は
、
戦
国
大
名
の
存
在
が
究
極
的
に
は
守
護
補
任
権
を
持
つ
室
町
殿
に

　
依
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
と
し
、
律
令
的
天
皇
の
有
す
る
官
位
授
与
権
と
の
対
比
で

　
は
、
官
位
は
格
式
を
追
認
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
積
極
的
に
大
名
の
地
位
を
保
証
す
る

　
も
の
と
は
な
り
得
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
前
掲
論
文
）
。

（
7
1
）
　
大
内
氏
等
、
そ
の
被
官
人
や
僧
侶
が
大
名
の
雑
掌
を
務
め
て
い
た
も
の
に
関
し
て
は
、

　
拙
稿
「
戦
国
大
名
上
杉
氏
の
外
交
に
つ
い
て
1
対
朝
幕
交
渉
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
柏
崎

　
　
刈
羽
』
第
一
五
号
所
収
）
二
七
～
三
四
頁
の
雑
掌
表
を
参
照
さ
れ
た
い
。
猶
、
当
該
表

　
の
遣
漏
で
も
あ
り
、
今
後
課
題
と
す
べ
き
以
下
三
つ
の
事
例
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
く
こ

　
と
と
す
る
。

　
①
光
秀
首
座
…

　
　
大
友
氏
（
義
鑑
代
）
の
雑
掌
。
東
福
寺
の
僧
侶
で
あ
り
、
字
を
蘭
甫
（
圃
）
と
い
う
。
天
文

　
　
二
十
四
（
一
五
五
五
）
年
十
月
十
九
日
付
の
鹿
苑
院
洪
頚
（
春
叔
）
に
依
る
東
福
寺
入
寺
の

　
　
か
き
た
て

　
　
書
立
（
『
鹿
苑
日
録
』
二
十
四
）
が
あ
る
。
同
寺
二
百
十
一
世
。
元
亀
三
（
一
五
七
二
）
年

　
　
十
一
月
一
日
に
没
し
た
。

　
②
梅
仙
軒
霊
超
…

　
　
大
鑑
派
の
禅
僧
で
大
名
の
雑
掌
で
は
な
い
が
、
将
軍
足
利
義
輝
・
義
昭
の
側
近
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
こ
う
　
の

　
　
伊
予
国
の
河
野
氏
と
の
媒
介
と
し
て
主
に
相
互
間
の
文
書
の
取
り
次
ぎ
役
と
し
て
幕
府
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と
河
野
氏
と
を
密
接
に
結
び
付
け
て
い
た
。
『
愛
媛
県
史
』
資
料
編
　
古
代
・
中
世
（
愛

　
　
媛
県
）
で
は
、
永
禄
四
（
一
五
六
一
）
年
～
天
正
二
（
一
五
七
四
）
年
に
か
け
て
の
梅
仙
軒

　
　
の
書
状
・
御
内
書
副
状
等
四
〇
点
余
を
収
録
し
て
お
り
、
更
に
義
輝
・
義
昭
の
御
内
書
、

　
　
上
野
信
孝
・
量
忠
の
副
状
、
半
井
瑞
等
の
書
状
、
一
色
藤
長
の
書
状
・
副
状
に
は
梅
仙

　
　
軒
が
「
演
説
」
を
行
う
と
記
し
て
お
り
、
彼
が
幕
府
と
河
野
通
宣
や
通
直
と
の
間
の
取

　
　
り
次
ぎ
役
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
い
　
　
　
　
　
　
せ
き

③
噸
神
軒
存
爽
…

　
　
伊
達
氏
雑
掌
。
永
正
一
四
（
一
五
一
七
）
年
よ
り
翌
一
五
年
に
か
け
て
上
洛
し
、
伊
達
次

　
　
郎
（
殖
宗
）
に
対
す
る
将
軍
足
利
義
稽
よ
り
の
一
字
拝
領
と
左
京
大
夫
補
任
の
御
礼
を
行

　
　
っ
て
い
る
。
そ
の
際
の
口
宣
の
礼
儀
料
以
下
の
明
細
を
記
し
た
「
願
神
軒
存
爽
算
用

　
　
状
」
が
残
存
し
て
い
る
〔
「
伊
達
家
文
書
之
一
」
八
〇
号
（
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第

　
　
三
所
収
）
〕
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
小
林
清
治
氏
が
「
坂
東
屋
富
松
と
奥
州
大
名
」
（
『
福

　
　
大
史
学
』
四
〇
号
所
収
）
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
坂
東
屋
富
松
氏
自
身
も
伊

　
　
達
氏
に
関
わ
る
広
範
な
交
渉
を
行
っ
て
い
た
し
、
伊
達
晴
宗
が
奥
州
探
題
職
に
補
任
さ

　
　
れ
た
際
に
は
文
次
齋
孝
阿
が
幕
府
と
伊
達
氏
と
の
取
り
次
ぎ
役
を
果
た
し
て
い
た
（
「
伊

　
　
達
家
文
書
之
一
」
）
。

（
7
2
）
　
註
（
2
3
）
参
照
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
禅
宗
地
方
史
調
査
会
の
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
例
会
（
於
・
東
京
大
学

　
　
史
料
編
纂
所
）
、
及
び
学
習
院
大
学
史
学
会
平
成
元
年
度
第
二
回
例
会
に
於
け
る
報
告

　
　
を
主
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。


